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<論 説〉

1930年 代朝鮮 における農村振興運動

植民地権力による農民の組織化過程

松 本 武 祝
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結語

は じめに

1932年 以来朝鰍 督府 によって推趣 れ 儂 村振興運動1袈,193。 年代朝鮮

における農業政策 の巾核をなす ものであ った。1930年 代朝鮮での農業政策 の性

格 さ らに は農業 問題の所在を明 らかにす るために,こ れまで,い くっかの研究

が振興運動を主題的 に取 り扱 ってきた。 まず以下 で はt本 論文 の課題 を設定す

る前提 と して,こ れ までの研究史 を3っ の論点 か ら整理 してみ たい。

第一 に振興運動 の政策 目的 について。 この論点 に関 して池秀傑氏貿,振 興運

動 が...争 動 員体 制 の構 築 」 と 「植 民 地体 制 安 定策 」 とい う2っ の 目的 を有 し

て い る こ とを指 摘 して い る。 そ して,宮 田 ・富 田氏 の論 文 は前 者 の論 点 か らの

論 考 で あ るの に対 して,自 身 は後 者 の論 点 か らの ア プ ロー チを輩 視 す る と論 じ

て い留。

前者 の論者 たちは,十 五年戦争下 「兵M基 地」朝鮮 における(準)戦 時動 員

体制構築の一環 と しての 「皇民化」政策が振興運動 を媒介 に展開 された点 を強

調 している。 これに対 して池氏 は,昭 和恐慌下 での農家経済の疲弊 とそれに と

もな う農村 の政治的動揺(す なわち社会 主義 ・民族主義的政治運動の活発化)と い う
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情況へ の対応(一 対抗)策 と して,振 興運動 が担 った1社 会政策 的農政」(147頁)

としての側面 を強調 している。池氏の この分類法 に従 えば,そ の後 の研究 にお

いて青地論文 は前者の論点を,鄭 文鐘 ・朴 ソプ論文 は後者 の論点 を,そ れぞれ
(4)

踏 まえた もの とな って いる,と いうことがで きる。

第 二に振興運動の政策手法 に関 して。振興運動 の 「皇民化」政策 と しての側

面 を強調す る論者 たちは,村(5)vベ ルにまで至 膿 民 の組織化 の深化お よびそ

のルー トを通 じた農民 に対す る 「皇民化 」 イデ オロギー注入 という点 に注 目 し

て きた。他方,池 氏 は 「総督府 は……小作貧農層 の貧 しさは構造的な搾取 メカ

ニズムのためではな く小作貧農層の怠慢 と無識の結果で あると洗脳 して,農 民

の外向化 した政治的不満 を私事化 させ よ うと した」(147頁)と 述べて,い わば

「私事化 」イデオロギー注入政策 として振興運動 を特徴づ けている。これ に対 し

て,「 農家経済安定化政策」 として振興運動 を捉 える鄭前掲論文 は,朝 鮮農地

令,自 作農地創定事業あ るいは負債整理 事業 といった農業政策 との関連 を明 ら

かにす ることで,振 興運動 の制度 的 ・財政 的な基盤 にCし てい る。

第三 に,振 興運動 の村落 内部での担 い手 について。 この論点 に関 して宮田前

掲論文 は,「民 間における担 い手 の不在」を強調 した(72頁)。 これに対 して富 田

前掲第1論 文 は,い わゆ る 「中堅人物」 こそが運動の民間側 の担 い手 であ り,

彼/彼 女 らは セと して 自作 ・自小作農層 か ら養成 された ことを指摘 して いる。

また,朴 前掲 書 も,「部落 の上層」の農民 が運動 の 「中心 人物」 としての役割 を

担 った ことに言及 している(165頁)。 一方,池 前掲論文 は,運 動 にお ける地主な

ど村落内 「有志」 の果た した役割 を重視 してい る(136頁)。

以上示 したよ うに,振 興運動の評価 に関 して は,研 究者 の間でいまだ共通 の

認識 が得 られて いないのが現状で ある。筆i者は,本 論文での課題を次 の ように

設定 す ることにす る。

第一 に,振 興運動の政策 目標 に関 していえば,「社会政策」的側面 を主題的 に

取 り扱 い,「皇民化」政策 に関 して は副次的 に取 り扱 うに とどめ る。後者 の政策

は日中戦争以降 の戦時体制期 に は じめて本格化 してゆ くという見通 しを もって
cs)

い るためで あ る。
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第二 に,政 策手法 に関 して。第一 の課題設定 の仕方 と関わ って,「皇民化」イ

デオ ロギー注入政策 に関 して は主題 的には扱 わない。 イデオロギー情況 に関 し

て は,池 氏 の指摘 した 「私事化」 イデオ ロギーに着 目 してその内容を筆者 な り

に整理す る。 そ して,そ れ と同時期の朝鮮人側 のイデオロギー情況 との緊張関

係 を論 じる。 さらに,振 興運動が イデオ ロギー注入政策 だけでは完結せず,鄭

前掲論 文が強調 したよ うない くっか の制度 的 ・財政 的政策 を伴 わ ざるをえな

か った ことに注 目 して,こ の2系 列の政策の相互関連性 に関 して考察す る。

第三 に,村 落内の担 い手 に関 して は,富 田 ・朴両氏 の議論 をふ まえて,「中堅

人物」が振興運動 において果た した役割 に注 目す る。

筆者 はかつて,1930年 代 の小作争議分析を通 じて,① 従来小作人保護的な機

能 を果 た して きた小作地配分をめ ぐる伝統的な村落秩序 が この時期に弱体化 し

た こと,② それに代わ って小作人はi植 民地権 力が提示 した新 たな制度(「朝鮮

小作調停令」と 「朝鮮農地令」)を 自己の権利保全 のために積極 的に利用す るよう

にな ったこと,③ その結果,「農地令」の規定内容が新たな小作慣行 として村落
C7)

レベ ルで定 着 して い った こ と,を 明 らか に した。 この よ うな,国 家制 定 法(と そ

れにもとつ く制度)に よ る伝統 的村 落秩 序 の補完 → 代替 とい う視 点 は,振 興 運 動

に関 わ って,植 民 地 権 力 に よ るイ デ オ ロギ ー注 入 や農 民 組織 化 の進 展 とい う情

況 に対 して村 落 の側 が ど の よ うに対 応 したの か を分析 す る上 で も有 効 で あ る と

考 え る。

これ に関連 して,富 田前掲 第2論 文 は,「 自作 ・自小作 農 に対 し,頑 張 れ ば な

ん とか な る とい う幻 想 を あた え,『 自力更 生』へ の意 欲 を 引 き出 す ことで は(振

興運動は;引 用者)一 定 の有効 性 を もって いた …… こ う した側 面 か ら彼 らを体 制

側 に組 み込 み,農 村振 興 運動 の担 い手 た ら しめ よ う と した」(96頁)と 指 摘 して

い る。 また,朴 前掲 書 は,1920年 代 以 降 の 「商 品経 済 化 に上手 に対 応 で きた農

民 た ちが経 済 的実 力 を踏 み 台 と して部 落 内 で の政治 的地位 を高 め て い き,(振 興

運動 の;引 用者)中 心 人 物 に な って い った」(166頁)と 述 べ て い る。政策 とそ の受

容 の因 果関 係 に関 して両氏 の議論 は相 反 す る ものの,村 落 内 の一 定 の階層 が積

極 的 に振 興 運 動 を担 った とい う捉 え方 に関 して は,両 氏 は共通 した視 点 を持 っ
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ている(こ の捉え方は,先 述 した両氏の 「担い手」論 と対応している)。

政策受容 の積極性 を規定 した主体的条件 に関 して両氏 が指摘 したよ うな階層

性 があ ったことは,本 稿 にお いて も改めて指摘す る。しか しそれに とどま らず,

村落内部 においてそれ ら特定階層,す なわち 「中堅人物」層 の 主導 の下 に行わ

れた ド下か ら」 の村落秩序再構築 の試みが,彼/彼 女 らの 主観的な意図 とは無

関係 に,結 果的には植民地権力 による 「Lか ら」 の村落組織化 の方向に構造 化
{g)

されざ るをえなか ったことこそが重要 な論点 であると,筆 者は考え る。植民地

権力によ る農民 の組織化過程,よ り正確 には農民 が植民地権 力によ って組織化

されてゆ く過程 とい う視点か ら振興運動 を分析 しようとす る所以で ある。

1)振 興運動の制度的枠組み

振興 運 動 は,宇 垣 一成(1931年6月 朝鮮総督 に就任)の イ ニ シアテ ィブに よ って

開 始 され た。 宇垣 は,朝 鮮 の社 会主 義運 動 が大 衆 化 して い る こ とに危機 感 を抱

き,朝 鮮 農 民 に 「適 度 のパ ン」 を与 え る こ とを朝鮮 統 治 上 の重要 課 題 と して認
(9)

識 して いた。就任後最初の道知事会議(31年8月)の 席上 において も,宇 垣 は,

朝鮮農民 の 「精神生活」 ばか りでな く 「物質生活」を安定化 させ ることを彼 の

政策課題 と して強調 している。ただ し,「物質生活」安定化 のための方策 として
(10)

は,「 勤 倹 の美風 を発揚 」 す る ことが重要 視 された。 す なわ ち,「 精 神 生 活.」安
(11)

定化 は 「物質生活」安定化の前提条件 と して位置づ け られていたのであ る。「勤

勉」 や 「倹約」 とい った 「私事化」 イデ オロギ ーの注入によ って農民 の 「物質

生活」 の安定化 を図 ってい こうとした振興運動 の政策的枠組 みの原型 が,こ こ

にすでに示 されている。

翌1932年10月 に 「朝鮮総督府農村振興委員 会規定」 に もとつ いて総督府内

に 「農村振興委 員会」が組織 され,そ れを以 てA振 興運動 は実施 に移 された。

そ して道 ・府郡 ・邑面の各行政 レベルにお いてそれぞれ 「農村振興委員 会」 が

組織 された。さらに,村 落 レベ ルにおいて も 「農村振興会」(呼称は道によって若
(12)

干異なる)の 組織化 が推進 されてい った。

ところが,翌1933年3月 に発表 された 「農 山漁村振興計画実施 に関す る政務
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総監通牒」 によ って,振 興運動 の政策方針 に大 きな変 更が加 え られ る ことと

なった。最 も大 きな変更点 は,村 落 レベルの 「農村振興会」 を通 じて全農民 を

万遍 な く組織化す ることによ って農家経済 の安定化 を図 ろうとした これ までの

方式 に代 わ って・特定 の農家 を個別彙 勲的に鱒 す ることによってそのｺ一m更

生を 目指す方式が採用 された点 であ る。

具体的には,上 記 「通牒」に添付 された 「農 家更生計画実施要綱」(以 ド
,「要

綱」と略)に お いてその手順 が示 されている。まず郡 島が 「指導部落」を選定 し

て邑面が指導部落内農家各戸 の現況調査 を行 う,次 に,そ れ に もとつ いて5年

惣儲 器 簾男鞘 驚 盛愚鷺 鱗L二
の位置が与え られた。

こう した戦略転換 の背景 に は,従 来 の村落 レベルの組織化政策が 「空漠 たる

結果 に終 り易い」 のに対 して,個 別指導方式 を採用 して きた普通学校 にお ける

(騨 生の甦 鱒 に成功 して居る実伊吐」が多い・とい濃 林当局の識 力痴
た。1920年 代 に総督府 によ って実施 された村落組織化政策 と振興運動 との政策

的な鰍 隈 蜘 する研究があ謬 政策手法という点に関しては
,そ 噂 続

性 は限定的 な もので あった ことにな る.む しろ,192・ 年代末 に開始 された普通

学校卒業生指導 こそが,振 興運動,特 に農 家更生計画 における個別指導 とい う

斌 の先行事例 と して 当局 に評価 されて いたので認
。

慶蠕 道では詣 導農家齪 に関して上記 「要綱」よりも細かな方針を規定

して い る・そ の なか で は・「経 済状 態 甚 シク良 好 ナル部 落 及農 家 ハ之 ヲ選 定 セ サ

ル コ ト」(8頁) ・あ るい は 体 言卜画 ノ実 行 能 力 ナ シ ト認 ムル者或 ・・統 制 ヲ乱 ス虞

アル者 ハ除 外 スル コ ト」(7頁)と し、う指 示 が な され て い る濃 家 甦 言f画に お

い て は・ 上層 農 お よ び下 層 農 が は じめ か ら排 除 され て い た と い う ことが
で き

る。下 層 農排 除 とい う方 針 にっ いて は,「 負債 整 理 ヲ要 スル者 ノ中精 神 的 ,経 済

的 鱒 ノ見込 立 チ整 理 ノ実効 ヲ挙 ゲ手尋 ト認 メ ラル ル者 ヲ慎 尊 選 定 」(16/1頁)

す べ し・とい う指 示 か ら も読 み とる こ とカaできる(負 債整騨 業 に関 しては簾)
。

あ るい は濃 家 更生 計 画 と関 わ って 「少 クモ五 ヶ鞘 ・・其 ノ小作 地 ヲ移動 セ サ
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ル様 」(14頁)に すべ き ことが指 示 されて い るが・ これ も・ 当該 言聰 力aす で に

一 定 の耕 作地 を保 有 す る農民 を対象 と して い る こ とを示 唆 して い る。

当初,農 家 更 生 計 画 で は,1面1指 導 部 落 選定(1935年 現在邑面数2,393)と い

う目標 が設 定 され た(「 要綱」6頒).結 果 的 に は・1933・34年 に1まこの 目標 を

ほぼ ク リア ー して い る(・表一1)。 指 導部 落 内 の農 家総 戸 数 は明 かで はな いが,

朝 鮮 全 体 で の1村 落 当 た り平 均農 家戸 数 約40戸 と大 差 な い と仮 定 す る と,指

導 部 落 内農 家 の うち半分 強 が指 導 農 家 と して選 定 され て い た と推察 で き る。

1935年 以 降,指 導 部 落 ・指 導 農 家 と もに そ の数 を大 幅 に増 して い って い る。

これ は,同 年 に開始 され た 「農 家 更 生 十箇 年 拡 充計 画」(以 ド,「十箇年計画」と略)

の反映 で あ る。同計 画 は,ほ ぼ10年 間 でa既 存指 導 部 落以 外 の約7万 村落 す べ

て を指導 部 落 に指 定 して農 家甦 計 画 の撒 を 目指 す もので あ った・35年 以 降

の 叶 箇 年 計 画 」 の下 で の指 導 部 落 の設 置作業 は,当 初 の計 画 目標 を若 干下 回

る もの の,ほ ぼ 計 画 通 りに 進 め られ て い っ た(35～39{燗 通算 で の進 捗率 は

95.9%)0

と ころで,こ の 「ト箇 年 計 画」 は,従 来 の農家 更 生 計 画 を量 的 に拡 大 した だ

表一1農 家更生計画 の指定実績

窟⊥1礎∵壁 平llヨ 羅灘劉
1935

1936

1937

1938

1939

3,603

5,762

5,851

6,365

s,X50

璽 ⊥33>306(28,13].)

81,811

134,869

130,129

142,949

143,913

斗

22.7

23.4

22.2

22.5

22.0

3,849

5,794

s,iss

fi,620

・ii

〈 資料 〉 朝 鮮総 督 府 『昭 和ノ 年

移』1939年,1頁

績』1940年,5・15・38頁 よ り作成 。

〈注>1)指 定 部落 ・指 定農家 ともに計 画開始 時の数値 で あ る。

2)()内 の数 値 は1935年 以降 の合計 値。

　 　　 　　 　 ロ　 づ

746,937122・4(29
,331)

し　へ　　へ 　　　　 　　　ム　　　　　　

/度 実 施第 一次 更生 指導 農家 並 二部落 ノ五箇 年 間 ノ推

お よび同 『朝 鮮 に於 け る農村振 興運動 の実施概 況 と其 の実

1～



(394) 1930年 代朝鮮における農村振興運動7

けではな く・以下 のよ うな質的な転換を も内包 する ものであ
った。

第一 には,総 督府 が振興運動実施 の前提 と して きた農村 ・農民認識 を大 き く

轍 させた点であ る・すなわち・3卵 こ政務総監 は,振 興運動 に関わ って 「働

くに致 しま して も働 くことが出来 ない。働 いて も十分 な る効果 を収め ることが

出来 な い といふ や うな社 会 礁 」 に 111村 が あ る ことを醐 して い る.獺

運動 において・「勤勉」r倹 約」 といった個々の農民 の個別的努力 だけで はβ艮界

があ ること,む しろ,朝 鮮農民 を とりま く社会経済構造 に問題 の核心が あるこ

とを公 討 るに至 ったので(21) 。

第二 には,上 のよ うな状況認識の変化 を受 けて,総 督府 が振興運動 にお いて

よ り簾 的 な役割 を担 うことを決断 した点 であ る
.上 記会同の講演で,政 礫

監 は振興運動 に対 す る 「政府 の助成」の重要性 を強調 している(700頁)
。それま

での 「私事化」 イデオロギー注入一辺倒か ら一定の政策転換がな され たことが

読 み取れ る。 そ して・ 財政 支出に関 して,同 じく35年 には振興運動 に対 して

「相 当順 繍 を地方庁 に緬i2)す る旨を総督 が表肌 た
.34年 には椒 増1こ

もかか わ らず旗 嗣 へ の割 当増 力iなされなか 鍵 の とは対照 的 であ る
.な

お・35.36年 ともに・「新規財源」の使用 目途 の筆頭 に 儂(山 漁)村 繍 更生

施設」が挙げ られて認 。

第三 には・以上 のような現状識 および政策枠組 みの変化 に対応 して
,村 落

レベルにお いて 膿 家更生計画の実施方法 に変更が加 え られた
.33年 段階で は

指導農家 の対象 と して上 ・下膿 家を担F除していた点 を先 に指摘 した
.こ れに

対 して35年 以 降糖 府 は・上 ・礪 を も含 めた,い わば 「村落 ぐるみ」での農

家更生計画 の実施が 目指 され るようにな ったとい うことが できる
。

35年 に振興醐 の 一.として開始 された 「・。・田開発運Jに お いては
,「部落

内の有産,有 識 の階級 を も広 く……包容」す ることが 目標 として設定 され
,そ

して 「社会鞭 思想や館 ・智愚相補ふの美俗1ま期せず して培 はれ」 る こと

が期待 されていた・従来 の研究で は,「心 醐 発運動 は洞 年 に日本国内で開

始 された 「国体明徴運動」 に即応 した,天 皇制 イデオ ロギー注入を 目的 と した

官製醐 と して癩 づ けられて(zs}`1濃 顯 生計画 という文脈 において は
,階
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級 間 融和 の...__,性を地 主 ・上 膿 に対 して 「啓 蒙 」 す る こ とに よ って農家 甦

計 画 の 「村 落 ぐるみ」 で の実 施 を鱒 す る とい う課 題 設 定 が糖 府 に よ ってな

されて い た ことを,こ こで は強調 して お きた い。

翌1936年 に は,よ 唄 体 的 に,振 興運 動 に お いて 「地 主 及地 方 有 力者 等 の協

力 支 劇)が 不 ・∫欠 で あ る こ とが政 務艦}こ よ って 欄 されて い る・ さ らに1938

年の 「鱗 網 府關 対策CO_.会」においては 「W漁 村獺 翻 ノ緬 強化

欄 スル件」 という諮問 に文寸して 「地 携 脇 力促進 ノ方途 ヲ講 ズルコ ト」 と

い う紳 がな されてお り,駐 ・上膿 の振興運動への参与rと い う方針が

いっそ う明確 に打 ち出されて いる。

くわえて,35年 に は,こ れ までは 「甦 容易 なる農家へ の助成 に急」であ っ

たという反省緻 務総監によってなされて鳳 以後,そ れまで膿 家甦 言セ

画の対象外 とな っていた下層農梨 こ対 して も 儲 府 は一定 の配慮を払 うよ う

にな った.た とえば慶尚北道 の場合 「摘 年計画」を期 に作成 された 隈 山漁

村振興施設方針」において,「本計1画ハ館 鰍 ヲ問ハ ズ甦 部灘{主 者 ノ全体

二甦 計画 ヲ撒 セ シメ」 ること,そ の際,「 細農 シテ計醐 姻 難 ナル者」

に対 して は 「隣保相助 ノ精神」 で もって 「副業」 な り 「小作地 ノ斡旋」 を図 る

こと,が 定 め られて いる.さ らに,「負債 ノiiiヲ 問ハ ズ原 則 トシテ全部 ヲ金融

船 二加入セ シメ」 ること・その際 に 「出資払込(30)ナ ル者」に対 して は 「欠

陥補正 ノ方法」を別途施すべ きことカま指示 されてい る・従鰻 家甦 緬 の文f

象外 に置かれていた下層農家への新 たな配慮 が明瞭 に読 み取れ る。

ところで,1936年8月 には,宇 垣 に代 わ って南次 郎 が朝鮮総 督 に就任 す る

が,瀬 翻 は引 き継 実施 されてし・った・ただ し37年 以降 は識 時体制の強

化に ともな って,そ の ス匪 ガ ンがそれ までの 「肋 甦 」か ら 「蝶 報国」

へ と変更 された・ 個膿 家繍 の安定化 か ら戦争
{31}行のため の生産力増 強へ

と諏 興翻 媚 的が大 きく轍 してい ったので ある・さ らにX940年 には・振

興運動 は鱗 での新体制運動 である 「国民総 力翻 」へ と解消 されてい った・

結局,33～39鯛7年 間で..z.内 村落 の4割 以 上に献 る約33千 の騰 が

指導部落 と して齪 された 俵 一1).7旨 鵜 家 の緻 は約747千 戸で あ り・総
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農家戸数 の25%程 度 に相当す る。

2)朝 鮮 農 民 を と りま くイ デ オ ロギ ー情 況

嘲 鮮 に於 ける農村 の大衆 はX的1こ も脱 に乏 しく溌 齪 らず今尚往年

の旧慣 に捉 はる ＼もの頗 る多 い
・此 の囎 が持続 し改善 せ られ ざる限 りは農村

の振興 は得 て望 むべか らざる一 ・」
.振 興運動 が開始 され るにあた って開催 さ

れ た
(32}山鮒 癩 関係郡守会議」(1932年1・ 月)に お ける宇垣糖 鑛 説 の一部

である・ か くて総督府 にとっては,「 私事化」 イデオ・ギーの注入 樋 じて,

朝鮮農民 の 「隔 習」 をいかに解消 してし・くのかが,振 興醐 そ し磯 家更生言+

画の主 たる課題 と して設定 され ることとな った
。

ただ し・ 総督府官僚が・何を もって朝鮮農民 の 「随習」 と捉 えていたのかを

整理 してみ るとiそ の灘 はかな り臆 的 な ものであ ったことがわか る
.以 下

では,「私事化」イデオ ロギーを構成 した規範 の うちで最 も基本 的な ものであ
っ

た と考え られ る 「勤勉」と 「倹約」とい う視点か ら
,3点 にわた って,そ うした

恣意性 を確認 してゆ きたい。

第一に潮 膿 民の 「儲 樫」につし・て.上 群 垣演説のなかの 「発齪 ら

ず…'」 とい う表現を は じめ・朝IN民 の 「噸惰性」 につ いての指摘 は,当 時

の当局 の文 書中 に頻繁 に見 いだせ る
・「労力1ま内膿 家の砥 当一年 の農業労

蜘 数二百 日乃至二 百五一田 に比 し轍 は僅 に七 佃 乃至百二 _.こ 過 ぎず し

て其 の大半の労力 は徒 に是 を余 して顧 みず・・(34)...,」とい うのが潮 鮮 と躰 の農

家経翻 査の結果 を比較 した上での 「科学的」 な欄 であ り
,そ の数値 はt

本 の凱 と対比 して朝鵜 民 が 「獺惰」であ ることを 「証明」 している
。

ここで留意すべ きなのは潮 鮮側 の数値 の ソースとな
った朝,"会 儂 家経

翻 査』での調査対聯45戸 のうち・29戸 は年雇耀 用する叢 的膿 家

で あ った と い う点 で あ る・ 年 .一家1戸 当 た り平 均 年 麟 は1 .12人 で

あ った(の べ在宅 日数 ÷365日 という算式 で調,;.の 数値)
.糖 府 鵬 が 指摘 して

い る とお り・「一 般 に

(36)を 有 す る農 家1こ於 いて は・家 族 就 中 畝 の労 臨 甚だ しく少 きを常 とす
」る・年 麟 朗 しな い調._一.一家 は16戸 で あ ったが,当 該
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農 家 の中 で年 間労 働 日数 が最 も多 か った男性 農 業従 事 者(「 男性基幹労働者」と呼

んでお く)の 年 間 農 業労 働 日数 は1人 当 た り平 均195日,そ れ に家 事 ・そ の他労

働 日数 を加 え る と,総 労 働 日数 は251日 とな る。 また,年 雇 の平均 年 間労 働 日
(37)

数 は294日(農 業236f_9,家 事 ・その他58日)で あ った。

朝 鮮 農 民 の 農 業 労 働 従 事 日数 が少 な い,と い う 上記 の よ うな総 督府 の指 摘

は,バ イ ア スのか か った サ ンプル調 査 か ら算 出 され た平 均 値 に よ って導 き出 さ

れ た謬 見 で あ った。 年 雇 を雇 用 しな い農家 の 「男性 基 幹労 働 者」 お よ び年 雇 は

それ ぞ れ ト分 に 「勤 勉 」 で あ った ことが確認 され な けれ ば な らない。

第二 にT農 家 女性 の 「内房 蟄 居 」の問題 につ いて。総 督 府 は,「 朝 鮮 に於 て は

往 事婦 人 の 教養 を 看過 した為,婦 人 に は一 般 に理 想 や 希望 を欠 き,徒 に内 房 に

蟄 居 して独 り人生 の意義 を没 却 し,家 庭及 社 会 的 に存 在 の価 値 を も失 ひ … …」

とい った問題 意 識 か ら,振 興 運 動 に呼応 して 「農 村 婦 人指 導 要領 」 な る もの を

作成し濃 家姐 の 「啓蒙」を行ってし鳳 先に紹介 し儂 家繍 纈 による

と,家 族 の中で 年 間労 働 日数 が最 も多 か った 女性(「}三婦」と呼んでお く)の 平均

労 働 日数 はx279日 儂 業79[{,家 事その他2001Dと,「 男性 基幹 労 働 者 」 のそ

れ よ り も多 か った(在 宅 日数および労働能力換算分を調整後の数値)。 農 家女 性 の労

働 は,家 事労 働 に特 化 してお り,そ の分 農 業労 働 比 率 は低 くな って い る。 農家

女 性 が 「内房 に蟄居 して」 い る と4、う指摘 は,そ の 限 りで は正 しい といえ る・

た だ しそれ を以 て,「 家 庭 及社 会 的 に存 在 の価値 を失 」 った もの,と 評 価 す る

こ とはで きな い。 家 事労 働 自体 が農 家 構成 員 の世代 内 ・世代 間 の再 生 産 の た あ

に は必 須 の労 働 で あ る こ とは い うまで もな い。 しか も,農 家 女性 の農 繁 期 家事

労 働 の か な りの 部分 は,農 業被 雇 用 者 に提 供 す る食 事 の 用 意 に 費 や され て お

り濃 篠 徽 と密接な関係硝 して、1契潮 鮮におけ膿 家姓 の 「内}

居」とい う現象 は,「婦人の教養を看過 した為」に起因 した もので はな く,む し

ろ当時 の朝鮮農家 の家族 内分業 の あ り方 によ って規定づ け られて いた もので
(40}

あ った とい う ことがで きる。

第 三 に,家 計 ・営 農 支出 の浪 費 につ いて。1934年 に総 督 府 は,「 儀礼 モ徒 二形

式 ノ末節 二拘 泥 シ… …之 ヲ行 フ上 二 自然身 分 不 相応 ナ費 用 ト無 用 ノ時 間 トヲ空
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費 ス ル コ ト トナ リ・鳥 と い っ た陥 餓 に も とつ い て
,癩 運 動 の____.と し

て婚葬祭 に関す る 「儀礼準則」を制定 して いる
。朝鮮農民 による 「身分不相応」

な婚葬祭支 出がその経済更生 を妨げているという認識か ら
,婚 葬祭費 の倹約 を

強調 しているのである・ しか し,ソ レンセ ン氏 が指摘す るよ うに
,婚 葬祭 にお

ける 「身分不相応」な程 の支出(饗 宴)は ,村 落内の,あ るいは同族 の下層農民

にとって髄 な飾 の機会を撒 しぶ 饗。こうした所得再配分機能を,繍

府 は無 視 して い た とい う ことがで きる。

ま た,農 繁 期 に村 落農 民(成 人男性)に よ って組 織 され る伝統 的 な共 同労 働組

織(ド ゥレ)に 対 して提 供 され る酒 ・煙 草 お よ び間 食 もまた,総 督府 の 目に は営

農支出の浪費 として映 っていた。 それ らにともな う長時間の食事 ・休憩蒔簡 は

労働 効 率 を低 下 させ る もの とみ な され た。す で に1920年 代 か ら
,総 督府 は,農

繁 期 にお け る被 雇 用 者 に対 す る酒 ・煙 草 ・問 食 提 供 の廃 止 を 奨 励 して い る
。

1929年 の朝鮮 農 会 調 査 に よれ ば,「 優 良」 村 落80事 例 の うち13事 例 にお いて

そ れが実 施 されて い る。 さ らに振興 運 動 開 始後 ,忠 南 の農 村振 興 会9事 例 の う

ち6っ の振興会 でそれが励行 さ冠望。

ドゥレに参加す る年雇層 ない し下層農家 にとっての 「ふ だん有付 けない特別

饗吼 さらには・ ドゥレ終了時1こ盤 れる 「膿 塚 における融 獄 前述の

婚葬祭 にお ける饗宴 と同様 に,上 層農家 か ら下層農家への所得の再配分機能を

有 して いた と考え られ る・ したが って酒 ・煙草 間 食提供 の廃 止とい う動 き

は,こ うした所得再配分機能 を弱体化 させ るものであ った。

総督府 は,「手 間替 は所謂 隣保相助 の美風 に基 くものな るも
,之 あるが為家族

の労働 砂 くせ る嫌 なきにあ 謬 」 と陥 してし、る
.村 落での 隙 共助 の美

風」 と個別 の農家経済更生 のための 自家労働投下増加e雇 用労働力削減 とが両

立 しがたい ものであることが間接 的に表明 されて いるのである
。 「手 間替」(朝

鮮では日本のユィに相当するプマシとよばれる手間替慣習がある)だ けでな く
,ド ゥ

レに関 して も総督府 は同様 の ジレンマに直面 したと考え られ る
。 ドゥレにおけ

(47)所得再配分雛 および参賭1こ よる共鰍 食 は・趙景舐 のい う 供 同体幻
想」を再生産す る物質的基盤 とな っていた。総督府 による営農支出倹約 の方針
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は,そ う した 「美風 」 を掘 り崩 して ゆ くもの と して作 用 して い った ので あ る。

と ころで,こ こで留 意 す べ きな の は,以 上 の よ うな朝 膿 民 の 鞭 習 」 に関

す る総 督 府 側 の恣 意的 な説 明 が,植 民 地 官 僚個 々人 の思 いっ きによ って 発 せ ら

れ た もので はな く,む しろ,振 興 運 動 ひ いて は植民 地 統 治政 策 の枠組 み に よ っ

て構 造化 され た もの で あ った とい う点 で あ る。

網 府は難 獣 の 「瀦 」に関 して・「長き歴史と蹴(朝 鮮時代の 「枇器

を指 している1引 用者)と が 然 ら しめ た もの で,決 して朝鮮 民 衆 の素 姓 で はな い」

ことを強調 す る。 この指 摘 か ら,い わ ゆ る 「朝 鮮社 会 停 滞 論 」的 なバ イ ア スを

見 出す こと は容 易 で あ る。 しか し,そ れ に とど ま らず,「 朝鮮 民衆 」 が 「改良 」

の 。∫能 性 を秘 め て い る こ とを,総 督 府 がむ しろ積極 的 に認 め て い る こ とに こそ

注 目す べ きで あ ろ う。総 督 府 はr「 朝 鮮 民 衆 」が 「晒 習 」に と らわ れ続 けて い る

ことを強調 す る こ とに よ ってで はな くs逆 に,彼/彼 女 らが潜 在 的 に 「改 良」

の能 力 を有 して い る こ と,し か も総督 府 に よ る 「啓蒙 」 や政策 的 バ ック ア ップ

に よ って実 際 に 「改 良」 の方 向 に進 みつ っ あ る ことを示 す こ とに よ って こそ・

植 民地 統 治 の正 当性 を調達 しよ う と して い た ので あ る。

た だ し,こ の戦 略 は潮 膿 民 の 「改 良 」が一 定 の水準(た とえば 旧 本農民 と

同等 の鋤 性」等)に 達 した と い う判 断 を朝 鰍 側 が 広 く賄 す るに いた った と

き に は,植 民 地 統 治 の正 当性 調達 が困 難 を きた さ ざ るを えな い とい う落 と し穴

を抱 え る ことにな る。

この点 に関 わ って,宇 垣 総 督 は,農 家 更生 「計 画 は之 を小 に して は一 家 の家

憲 とな り,一 門更 生 の手 引 き とな り… …又 大 に して は之 を総合 し,以 て 半 島理

想 の産 業 政策 の確-.に 及 ぼ し更 に進 み て1ま鴇 理想 の 臼治行 政 のiを 蹴 し
(49)

」 とい う見通 しを示 して い る。 上 記 の 「落 と し穴 」 に関 して 十分 に 自覚 的

で あ った宇垣 は,振 興運 動 進 捗 の 延長 線 上 に1一自治行 政 」 な る植 民地 統 治 の新

た な段 階 を想 定 して,正 当性 調 達 の危機 に備 え よ う と して い たの で あ る。

そ して,こ の 「自治行 政 」 と関連 して宇垣 総 督 はa道 知事 会議(1935年1月)

の席 上で,以 後約3・ 年間 を1・ 範 の三つの段階に分 け耐 自治の確 立」に至

るまで の きわめ て長 期 の タイム ・テー ブルを提 示 して い る。 正 当性 調 達 の危機
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の発現を回避す るための引き延 ば し策 であ ることは明白であ る。

もうひ とつ引 き延 ば し策 と して有効 な方策 は,朝 鮮農民の 「隔習」 を強調 し

続 けることであ る。 しか し,こ の方策 は,総 督府 にと って正当性調達の重要 な

源泉 となっている,朝 鮮農民 の 「改良」実績 の顕揚 とい う作業 と翻臨 を きたす

可能性 を持っ。 そのたあに総督府 にとって は,一 方で朝鮮農民 の 「改良」実績

を 「発見」 しっっ,他 方でそれを不{・分 な もの と して否定 し続 けるとい う,矛

盾 した作業を遂行 し続 けることが不可避 とな った。 か くて総督府 は,自 ら 「発

見」 した農民 の 「改良」実績 を上回 るだけの農民 の 「隔習」を別途 「発見」 し,

それ らを朝鮮農民 の資質 に還元 して解釈す るとい う,恣 意的な作業を し続 けざ

るをえなか ったのであ る。

ところで,こ うした総督府 による恣意的 な朝鮮農民理解 に対 してs朝 鮮 人側

はそ う した理解 をすべ て峻厳 に拒否 して独r1の 朝鮮農民像 を描 き切れていたわ

けで はなか った。 む しろ,総 督府側 のr私 事化」 イデオロギーに照応す るよ う

な農民評価 を行 い,そ れに基づいて農民 を 「啓蒙」 の対象 とす る動 きが,朝 鮮

人側 イデオロギーの有力な一潮流 として存在 して いたので ある。 いわゆ る 「民

族主義右派」 あるいは 「妥協 的民族 主義者」 と呼 ばれ るr場 の人々によ って提
{51}

唱 された 「実 力養成運動論」がそれであ る。

「実力養成運動論」者 は,「社会進化論」 の影響を受 けて,個 人間 において も

国家間 において も 「優勝劣敗」 の原則が貫徹す るとい う認識 をその 、佐論の出発

点 と し,「先実力養成 ・後独'r_」とい う運動戦略 を提 示 した。韓末の 「自強運動

論」,1910年 代 の 「旧思想 ・旧慣習改革論」そ して1920年 代 前半の 「文化運動

論」 がその系列上 に位置付 け られる。 それ らの運動論 において は,実 業教育,

修養あ るいは風俗改良等を通 じて個 々人の意識改革 を図 ることが何 より強調 さ

れている。 そ して,そ こで の意識改革 を基盤 と して朝鮮 の産業発展=実 力養成

ひいては独 立の達成 が展望 された。

1920年 代前半 の 「文化運動」において 「農村改良」が 「朝鮮新文化建設 の出

発窯」と して積極的な位置づけが与え られたのをは じめ として,「実力養成運動

論」者 に とっては,朝 鮮農村 は最 も重要な運動対象 とな った。当時の朝鮮産業
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/人 口に占め る農業/農 民 の比重 の圧倒 的高 さと 「改良」の対象 とされた伝統

的 な意識 ・風俗 の多 くが農村社会 に由来す ることか らして
fそ れ は当然の こと

であ ったといえ る。

1920年 代末か ら30年 代前半 か けて,「農村改良」論が再び盛んにな った。そ

のきっかけとな ったのが潮 鯛 欄 が1929年 に行 った 「生活改i53」 と東

亜 日報社 が1931年 に開始 した 「ヴ ・ナmド 運動」であ る
。

「生活改新運動」 で は,健 康増進 ・消費節約 ・虚礼廃止 ・早起運動 ・色衣断

髪'常 識普及 の6項 目が強調 された。i溝演会 な どを通 じての啓蒙活動 が主たる

運動内容 であ った。 ただ し,当 該運動 はわずか数 ヵ月で中 止され
,そ の後 「文

字普及運動」 へ と衣替 え されて いる。後者 の運動 は,休 暇 中に帰省 した学生 の

参加 をえて実施 された。「文字普及運動」は1931年 まで継続 され
,32・33両 年

の中断を はさんで34年 に復活 した ものの,35年 に至 って総督府 によ って禁止
(54)

され て しま った。

休 暇 中帰 省 学生 の動 員 とい う手 法 お よ び農 民 に対 す る文字 普 及 と い う運動 課

題 にお いて・東 亜 日報 の 「ヴ ・ナ ロ ー ド運 動」 は 「文字 普 及運 動 」 とは共通 の

性格 を有 して い る。そ して結 果的 に は,「 文 字普 及運 動 」よ り もよ り多数 の学生

の参 加 を え る ことに成 功 して い る。「ヴ ・ナmド 運 動 」は1931年 以 降34年 ま

での4年 間継 続 され た後,35年 に は総 督府 の圧 力 によ り中 断 されて い る
。 この

4鞘 の参恕騨 数 は5 ・751名講 習地数 は1,326そ して翻 生数 は約1・ 万名

に及んでい る。

「ヴ'ナmド 運動」 に関 しては,「 優れた民衆啓蒙運動で あった と同時に組

(56)

織 的な民族運動であ った」 とい う高 い評価が な されている反面,「東唖(日 報社

:引 用者)が ね ら った もの は… …単 な る 『文 字 と数字 」 の普 及 で あ ま契 」 とい う

否定的 な評価 も下 されてお り,民 族運動 史上 の位 置づ けは未 だ定 ま って いな

い 。

ここで は,こ れ まで の議 論 との関 わ りで,以 下 の2点 を と りあえ ず確 認 して

お きた い。 第一 に は,「 生 活 改 新運 動」 「文 字普 及 運動 」 で あれ 「ヴ ・ナmド

運 動 」で あれ,運 動 の対象 が一 般農 民 に設 定 され て お り,地 方 有 力 者 の 「啓 蒙 」
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(58)

を主眼 と していた20年 代前半期 の 「文化運動」と比べれば,運 動対象が著 しく

大衆化 して いる。 なお,「 ヴ ・ナロー ド運動」 での講演地 のべ数 は,邑 面数 の

55%に 相 当す る。第二 に,こ れ らの運動 の過程で は,農 民 に対 して文字 や数字

といった実用 的な知識 の普及 がなされただけではな く,そ うした知識 の獲 得を

基盤 とす ることで はじめて 自己の農業経営 と生活 の改善 が可能 とな るとい う・

「実力養成運動論」 の核心的 な実践 課題 が 一般農民 に広 く伝達 された と考え ら

れ るO

本節 の最後 に,こ れまで述 べて きた総督府側あ るいは朝鮮人側 がそれぞれに

展 開 して きた 「私事化 」イ デオ ロギーが一般農 民 に どの程度 受 け入 れ られて

い ったのかを検証 しな くて はな らないが,そ の作業 はきわめて難 しい。以下で

は,一 般論 と して,農 民 の日常的 な意識 のなかに 「私事化 イデオロギー」を受

容す る基盤 があ った ことを指摘す るにとどまる。

農産物価格 および小作料水準が農民 に とって とりあえず は与件 と して与 え ら

れてい るとき,一 定 の地域(具 体的には村落)内 に存在 す る有限の生産手段(林

野 ・耕地など)に で きるかぎ り多 くの労働力を結合 させ ることによって農業 や副

業での生産量 を増大 させ ること,そ れ と同時にs個 々の農民 が無駄 な消費をで

きる限 り節約 す ることは,そ の地域 の農家経済総体の安定化を追求す る上で,

農民 に とって はもっと も着実 な方法 であるとい うことがで きる・ また・ この方

法の農民 にとってのメ リッ トは,隣 家 の農民を排斥す ること,す なわち具体 的

には隣家 の耕作地 を集積 して自家 の耕作地 を拡 大す ることをせずに,自 家 の農

家経 済 の安定 化が とりあえず は可能で あ るとい う点で あ る。逆説的 で はある

が,こ う した農民 の個別的 ・内省的な努力 は,村 落農民間 の相互協力のひ とつ

の形態であ るということもで きる。

筆者 は別稿 において,朝 鮮時代以降植民地期 に至 るまで朝鮮農民 が,村 落構

成員同一ヒが共有 す る 「平等主義的 コ ミュニテ ィー倫理」 と個別農民の私的 な利

害 との潜在 的 ・顕在 的対 立が は らむ緊張関係 の下 で村落での 日常生活 を維持 し

て きた こ とを指 摘 じ製 。「勤 勉」 やr倹 約 」 とい った ター ムで代 表 され る 「膝

化」 イデ オロギーは,個 別農民 レベルでの内省的な努力が村落構成員総体 の厚
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生の向上 に結果す る点 を綻 調和的 に強調す るものであ り
,し たが って,村 落

農民 の意識 には,上 の緊張関係の緩和 さ らには解消の道筋 を指 し示 して くれ る

もの と して映 ったであろ う・糖 府 によ るものであれ
,朝 鰍 「実力養成醐

論」者 によるものであれ濃 民 はその 日常意識 にお いて
,そ れ らの 「私事化」

イデオロギーに共鳴 しうる素地 を持 ってし・たと考え られ るのであ る
。

3)「 私 事 化 」 イ ヂ オ ロギ ー の実 践 過 程

「勤勉 」 「倹 約 」 とい っ膿 民 の鵬 」的 な努 力 に よ って臓 繍 の更 生 力河 會旨

で あ る とす る 「私 事 化 」 イ デ オ ロギ ー は,朝 鮮 農民 を と りま く構 造 的 な 諸問 題

を不 問 に付 す こ とを 前提 と して い た・ と1まいえ濃 民 の個 別 努 力 だ けで1ま農 家

更 生 計 画 の 目標達 成 が不 可能 で あ る ことを 「私事 化」 イデ オ ロギ ーの そ もそ も

の注入 琳 で あ った総 督 府 が やが て認 識 す る に至
った こと,1935年 以 降 の 「干一

箇 年 計 画」 で の 政 策 転 換=積 極 的 な政 策 介 入 は そ う した認 識 に基 づ く もの で

あ った こ と・ はす で に第2節 で論 じた とお りで あ る
.と ころで,繍 府 が 「私

事 化 」 イ デ オ ロギ ーの限界 を追認 す る以 前 に,農 民 が,す で に イ デオ ロギ ー と

現 実 との間 の矛盾 を直接 体験 して い た はずで あ る
。以 下で は,「 私 事 化」 イデ オ

ロギ ー を奉 じた指導 部 落 の農 民 が
,い か な る現 実 の壁 にぶ ち 当 た る こ と とな っ

た のか を明 らか に してみ た い。

第1次 指定 農 家43,022戸 にお いて,総 耕 地 面積 は1933～38年 間 に5 .9%増

加 して い る 儂 家1戸 あたり・陶 耕地鹸 は1fi.6反 か ら17.6反 に層秘).た だ し詣

定農家 の家計 を 「更生」 させた要因 と しては,耕 地面積 の増加以外の要因が大

きか ったようで ある。 す なわ ち,作 付 のべ面積 の増加率8.0%が 耕地面積増加

率を上回 ってお り(耕 地利膵 の叡) ,さ らには戦(1933年 価格で推算)の 増加

率38・7%は これ ら二者 を大幅 に上 回 っているので霧
.瀬 部門での生産額の

増 大 は,基 本 的 に は 土地 生産 力 の上昇 によ って もた らされ た と いえ る
。 その点

≒騨 って・反当た り堆肥投糧 は134貫 か ら21・ 貫へ と57%の 増加を示 して
い る。

な お,道 別 に 単収 増 加 率 を 見 る と(全 南の第一次指定農家は無 し)
,最 大 値(威 北
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50、5%)と 最 小値(全 北20.2%)と の 間 に は大 きな格差 が生 じて い る(表 一2)・

12道 別 の更 生 計 画 開始 年 次(33年)の 反 当 た り耕 種 部 門生 産額:X1と 終 了年 次

(38年)に お け る その伸 び率:ylと の間 に は,

y1-0.4fi7--0.010x1(R2-0・554)

とい う負 の相 関関 係 が 見 い だせ る。 す で に労 働 集約 度 が 北部 地域 に比 べ て相 対

的 に高 か った南部 地 域 にお いて は,土 地 生 産性 の追求 過 程 にお いて収 穫 逓減 が

よ り強 く作 用 し,そ の ため に よ り低 い 単収 の伸 び しか実 現 で きな か った と考 え

られ る。

次に藷 養｠門 では沌 豚 綱 司育頭(羽)数 が撃 画実施前後で

そ れぞ れ24%,57%,72%増 加 しf産 繭 量 も72%増 加 して い る。小 家 畜 ・養 蚕

畿

北

南

北

南

北

南

海

南

北

原

南

北

輔

京

忠

忠

全

全

慶

慶

黄

平

平

江

威

威

全

表一2指 導農家道別実績に関する数値

薫癖干識干緬評
24.3/20.210.824.65

-!6 .413.97

15.323.9!9.503.79__1

27.Oi22.58.52j4.23

1・.633・5[3・95[2・26

39.4

24.7

29.3

35.1」

50.5

31.0

2.022.42

1.492.16

6.26i2.04
5.32

3.27

6.911.831.723.00

　

Y2

2.99-一 一

1
2.67

i

3.42

2.641 　

ヨロユ　 　

2.42

2.07i
3.38!
3.821,

3.38

3.38

3.41"i

ヨロアら 　

3… コ

Xl;第1次 指定 農家1933年 単収(円/反)

y、;第1次 指 定農家1933～38年 間単 収伸 び率(%)。

x、;1930年 農 耕従 業者総 数 に占め る家 族外労働 者比 率(%)。

x3;1932～34年 道 平均単 収指数 。

y2;第1～6次 指定 農家 更生実績 指数。

<注>x、,y,の 資料 は,前 掲 『推移』60～68頁(単 価 は註62と 同様)。

x2,Xg,y2の 資料 お よび算 出方法 は本 文参照 。
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ほ ど増加 率 が高 くな って い る点 が 目を引 く
。 副業 生 産 で は,臥 ・縄 と い う藁製

品 の増 加 率 が それ ぞ れ204%,105%と 高 い値 を示 して し!智
。

以上・第1次 指膿 家 に限 ってではあるが詣 導農家 膿 家縮 改善 の方向

性が いかな るものであ ったのかを整理 した.そ れ は,近 膿 家の耕作地 を集積

して規模拡大を図 るとい うよ りも,む しろ限 られた耕地 を前提 に経 営の多角化

および土地利用 の多様化 と単収増大 による土地利用集約化 の追求 によ
って もた

らされた ものであ った ということがで きる。

さて,以 上 のよ うに,農 家経営 の多角化 ・集約化 を通 じて農家経済 の更生 を

達成 しよ うとす る総督府(お よび 「実力養成運動論」者)に とっては
,「 勤勉」

は指導農家 に植 え付 けるべ き最 も重要 な規範 とな っていた はずで あ る
。 その

際 「勤勉」を追求すべ き主体 はあ くまで家族構成員 に限定 されてお り
,年 雇.

臨時雇 とい った雇用労働 力 は,む しろで きるだけ排 除すべ きもの と して想定 さ

れていた と考え られ る。 自家労働力 の最大限 の投入 による自家労賃所得 の増大

が 目指 され る限 り,そ れ は当然 の ことであ った
。

r鋤 鮒 旗 功儲 盤 に紹介された鱒 縮 濃 家の中で,村 落あるし、

は個別 農 家 が年 雇 や 臨時 雇 を廃 止 ・縮 小 して い る事例 が5件 あ る(#34
,35,60,

61,65)。 ま た,全 北 の あ る指導 部 落 に関 す る調 査報 告 に よ る と
,1932～39年 間

の変 化 を把 握 で きる43戸 の農 家 にお い て,年 雇 は5名(雇 用農家5戸)か ら0名

へ・ 確(の べ人数)は434名 か ら125名 へ と
,い ず れ 櫨 減 して 課 。

この よ うに家 族 労 働 力が 年 雇 ・日雇労 働 力 を代 替 して ゆ く過 程 で特 に顕 著 な

変 化 と して 当時 強調 され たの が,農 家 女 性 に よ る 「野外 労 働 」従 事 機 会 の増 大

で あ った。『名鑑 』で も,20の 指導 部 落 にお い て農 家 女性 の 「野 外労 働 」進 出が

顕 揚 され て い る(#1・2・3・4,8,1・,11 ,12,13,14,16,24,26,27,29 ,

33,40,41,50,51)。 また,1937年 時点 で の京畿 道 内90の 「更 生 計 画実 施 優 良

部 落」 に対 す る 「優 良 事項 」 調査 にお いて も,「 婦 人勤 労 」 は43村 落 で報 告 さ

れてお り・ 喰 概 知54村 落 に次 いで高 し・値 を示 して課
。

農家 女性 による農業労働 は雇用労働力 と直接的 な代替関係を有 したばか りで

ない。彼 女 ら(と くに 陸 婦」)の農業労働進 出は
s農 業労働者 に対す る間食廃 止
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とい う動 きを と もな った。『名鑑 』にお いて も6つ の指導 部 落 にお け る間食 廃 止

の試 みが報 告 され て い る(#1,2,5,13,29,47)。 間 食廃 止 は,農 業 労 働者

の実質 賃 金 を引 き下 げた ばか りで な く,作 業 の 「効 率」 を 引 き上 げ る ことで結

果 的 に農業 労 働者 の雇 用機 会 を縮 減 させ た と思 わ れ る。

換 言す れ ば,こ れ まで個 別 農家 が年 雇 や 臨時雇 を最 大 限(さ らには必要程度以

上に)雇 用 す る こ とに よ って,結 果 的 に機 能 して きて いた村 落 内 で の ワー ク ・

シェア リングの秩序 が,「 勤勉 」 「倹 約 」 とい った規範 が強調 され る ことに よ っ

て{分 に はそ の機能 を発 揮 しえ な くな って しま った ので あ る。

多数 の指 導 農家(し かも相対的に下層に属す る農家)が 更生 計 画期 間 中 に転 出 し

て しま って い る こと は,す で に富 田氏 が手旨摘 して 鳳 ち なみ に,第 一 次 指 定

農 家 は計 画 当 初51,705戸 あ っ た もの が終 了 時 に は43,022戸 へ と,第 二 次 指 定

農 家 は 同 じ く61,561戸 か ら52,672戸 へ と,そ れ ぞ れ17%,14%の 減 少 を 示 し

て い翠 。 この現 象 の要 因 のひ とつ と して,上 記 の ワー ク ・シェ ア リン グ秩 序 の

弱体 化,そ の結 果 と して の下 層農 家 の農 業 労 賃収 入 の減 少 が あ った ので はな か

ろ うか。

他 方,「 倹 約」規範 の文 脈 にお いて は,婚 葬祭 費節 約 が村 落 の 申 し合 わせ事 項

と して取 り決 あ られ るこ とが一 般 的 で あ った。『名鑑 』の指 導 部 落 事例 に お いて

も24部 落(#1,2,3,7,11,13,14,lfi,19,20,26,27,29,34,35,36,38,

39,40,41,44,45,50,51)に お いて 「儀礼 準 則 」 に準 拠 す るな ど して 婚葬 祭 費

の節 約 が試 み られ て い る.さ らに泊1∫ 述 した ドゥ レの際 の飲食 や饗 宴 も 「勤

勉」 と 「倹 約 」 が奨 励 され る過 程 で衰 退 して い った と考 え られ る。 こ う した動

き もまた,村 落 内 の 上層 農 か ら下 層 農 へ の所 得移 転 の機能 を弱体 化 させ る もの

で あ った。

『名鑑 』中,中 堅 人物 の中 に は,村 落 内 で 「農 耕 雇 傭 の廃 止 」を推 進 しっっ他

方 で は 「七 八人 の不 農耕 者 も三,四 反歩 の耕作 地 を持 っ や う」 に 「農 耕地 の斡

旋」 を行 った全 羅北 道 で の事 例(#34,111～113頁)や,自 家 で の年 雇 を な くす

一・方 で 「部落 内 の耕地 多 き者 か ら一 部 宛 を割 譲 させ て 十八 戸 の無 作 労 働者 に分

配 し」 た全羅 南道 で の事例(#35,115～ll6頁)が 報 告 され て い る。 この2事 例
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以 外 に も 『名鑑 』に お いて,小 作地 の斡 旋 や 配分 に取 り組 ん だ指導 部 落 と して
,

10事 例(指 轄;#6・7・8,9 ・1・,16沖 堅人物;#29,31,37,41)が 報 告 さ

れ て い る。 多 くの指 導 部 落 にお いて,従 来 の雇 用 関 係 を通 じた ワー ク ・シ ェア

リ ングを補 完 す る仕 組 み と して,耕 地 再配 分 の機 構 を意 図 的 に作 り出 す ことが

試 み られて いた こ とが確 認 で(71)。

と ころで,地 域 資 源再 配 分 の枠 組 み の再 構 築 とい う点 で は
,こ れ まで述 べ て

きた耕 地 と と もに,林 野 に関 して も,振 興 運 動 にお い て類似 の試 み が な され る

こと とな った。

1929年 以 降38年 まで,「 森 林 令 」(1911年 制定)第20条G森 林 に於て其の産物

を窃肌 たる者は こ年以 ドの懲役又は 酒1・似 ドの罰金に処す」)に基 づ く犯 罪 検挙 件

数 ・人数が報告 されて 鳳1929{1… か ら32年 まで は検桝 数 人数(以 鳴 前

年繰越分+本 年受付分)が それぞれ5千 件 台,6千 人前後であ ったのが,32年 に約

6.5千 件,7千 人強へ と若i増 大 した後,34年 以降38年 まで12～13千 件,12～

14千 人程度へ と急増 して いる。

こうした変化の背景 と して,第 一 には,農 家 にお ける林野利用の必要性の昂

ま りを挙 げる ことがで きる。農家更生計 画にお いて農家経営 の多角化 ・集約化

が 目指 され る過程で,自 給肥料お よび家畜飼料 の供給 源 と して林野 の利用度合

いが高 ま って い った。 さ らに藁製 品製造 が農 家副業 と して奨励 され るに した

が って・飼料 ・燃料 と しての稲藁 との競合 が生 じ,農 家 の林野利用 に拍車をか

けた。これ らの結果・他人 の林野 を許 可な く利用せ ざるをえないほどに
,肥 料,

飼料 および燃料の原材料 と しての林産物の需要が増 大 した と推察 され るのであ

る。

そ して第二 の背景 として,「民有林指導方針大綱」の制定(1933年1月)と い う

総督府 の林政上の方針転換 の影響 を指摘 す ることがで きる。「大綱」において は

林地安定,地 力恢復 および造林費節約 の観点か ら 「人工造林 よ りも天然力利用

に依 る林叢 の構成 に力を注 がむ とす ること」 に重点が置かれてお り
,そ のため

に 「稚樹及地被物 を保護 し萌芽及 山草の濫採 を制限」 す ることが強調 されてい
(73)

る。 この結果・農民 の林野利用方法 にた いす る総督府 の管理 は強化 されて いっ
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た と考え られ るのである。

農用林産物 の利用法 を あ ぐる村落構成員 間の緊張 を昂 ま りに対 して総督府

は,一 方 では,上 述 のように規制 の強化 とい ういわば対症療法的な対応で臨ん

だ。他方 で総督府 は,1934年 以降 「農用林地」の設定 によ る対応 を試 みてい る。

全南の場合を例 にとると,1935年 に制定 した 「農用林地施設計 画」において,

農用林地 を不充分 に しか所有/借 入 していない農家 に対 して農 用林地 の購入/

借入 を斡旋す る,あ るいは,農 用林産物の合理的な配分 を行 わせ るために,面

ない しは村落 レベルの 「愛林契」を管理主体 に した農用林地 を設定す る,な ど
(74)

の施策 を打 ち出 して いる。

農用林地設定 事業 は,農 家更生計 画にお ける主要 な事業 のひ とっ と して位 置

づ け られた。更生計 画実施 にともな う過剰利用 によって もた らされた林野 の荒

廃 とい う事態 に直面 して,総 督府 は,一 旦は農民 の慣習的 な利 用秩序 に規制 を

加 え たのちに,自 ら別途囲 い込 んで おいた資源 を農民 に配分 す るとい う手 法

で,問 題 の 「解決」 を図 ったのであ る。

第一次指定部落1,950の うち,計 画開始 時に農用林地を設定済みの ものは62
(75)

(3.1%)に 過 ぎなか った のが,計 画終 了 時 に は535(27.4%)へ と増 加 して い る。

た だ し,『名鑑 』の指 導 部落 事 例 の 中 で,農 用 林地 設 定 事業 に関 与 した の は2例

(#21,38)だ け に止 ま って お りs上 述 の耕地 の斡旋 活 動 あ るい は次 に述 べ る負

債 整 理事 業 と比 較 して活 動 事例 が少 数 に と どま って い る。また,「 一 面 已 ム ヲ得

ナイ事情 二由 ルモ ノ トハ思 料 セ ラル ル ガ,農 村 ノ指 導 上相 当戒 心 スベ キ 事項 ナ

リ」 と総 督府 が警 戒 す るほ どに第一 次 指 定農 家 の金 肥 投 入量 が増 大 した とい う
(76)

が示 唆 す るよ うに,農 用林 地 設定 事業 は,指 導 農家 の金肥 使 用 を大 幅 に抑

制 す る ほ どに は進 捗 しえ な か った と推察 され る。 治 山 と林 業 そ して農 業 そ れ ぞ

れ が林 野 政策 に求 め る機能 が競 合 しあ った た め に,総 督 府 が農 用 林地 と して措

置 で き る資 源 が そ もそ も限 定 づ け られ て いた と考え られ る。

と ころで,資 源(お よびその配分に関わる制度)の 囲 い込 み とそ の後 の再 配 分 と

い う上述 の手 法 は,農 用林 地 設定 事 業 同様 に,負 債 整 理事 業 にお いて も採 用 さ

れ て い る。総 督 府 は,高 利債 務 の累積 に よ り 「農家 は遂 に 自暴 自棄 の姿 とな り
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)として高 利債務が朝鵜 民の勤労鰍 を減退させていることをヂ旨摘 し
て いる。負債整理事業 には,債 務 を軽減 す るとい う直接的 な効果 だけでな く

s

勤勉意識 の喚起 という間接 的な効果 もが期待 されていたのである
。

当該事業 は,旧 債の減免 と金融組合資金 による借換 とい う2つ の作業 によ っ

て構成 された。前者 に関 して は,指 導農家 に対 す る実績(整 理対象額に対する減免

額)は23・7%と,膿 家 に対す るそれ16 .8%を 上回 って調 濃 鞭 生壽f画の

「成 果 」 を 見 て取 る こ と が で き る。 『名 鑑 」 中 ,指 導 部 落 事 例 に お い て も,18事

例(指 導者;#3,5,6,9,18,19,21,23,25,中 堅 人物;#29 ,30,33,34,35,

41,46,48,51)に お い て 高 利 債 務 減 免 へ の 取 り組 み(調 停 活動)が 指 摘 さ れ て い

る。

高 利 債 務 の 減 免 に 引 き続 い て 行 わ れ る金 融 組 合 資 金 に よ る借 換 は
,契 や 高 利

貸 と い う伝 統 的 な 信 用 制 度 を,い わ ゆ る制 度 金 融 機 関 で あ る金 融 組 合 に よ って

代 替 しよ う とす る も の で あ っ た。『名 鑑 』 の 指 導 部 落 事 例 の 中 で も
,借 換 低 利 資

金 斡 旋 を お こ な っ た もの と して17件(指 導 者;#3 ,6,11,18,19,23,25,中

堅人物;#28,29,30,35,37,4s,49,50,51)が 紹 介 さ れ て い る
。

第 一 次 指 定 農 家 に 関 して は,更 生 計 画 前 後 で の 借 入 先 別 の 負 債 額 が 判 明 す

(so)

る。 そ れ に よ る と,そ の間 に,総 負債 額 が約214万 円,率 に して51,4%減 少 し

て い る。 減 少額 の最 も大 きな借 入 先 は 「個 人其 ノ他 」 の約129万 円(減 少額の

60.1%)で あ り,減 少 率 の最 も人 きな そ れ は 「各 種 ノ契 」 の78 .5%(約30万 円)

で あ った。金 融組 合 か らの借 入金 も約51万 円(27 .4%)減 少 したがs借 入金 総 額

に 占め る比 率 は44・7%か ら66.8%へ と大 幅 に増 加 して い る。

契 は,構 成 員 が零 細 資金 を持 ち寄 って相互 融通 しあ う伝 統 的 な金融 組 織 で あ

るが,構 成 員 が債 権 者 で あ りか つ債 務者 で あ る場 合 が 多 い ことか ら,債 務減 免

や借 換 事業 が比 較 的 お こな いやす か った と思 われ る。 しか もそ の組 織 が村 落 内

で完 結 す るのが一 般 的 で あ ったか ら,そ れ に いた る合 意調 達 が比 較 的 に容 易 で

あ った で あ ろ う。 契 は,そ の機能 に注 目す れ ば,個 々 の村 落 農民 が有 す る限定

され た資 源(資 金)を 最 大 限 に活 用 して相 互 に融 通 しあ う制 度 で あ った
。負 債 整

理 事 業 は,こ う した伝 統 的 な信 用制 度 を弱 体化 させ た こと にな る。
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地 主や金貸業者 による高利貸 もまた,上 の契 と同様 に,債 務者 の信用力の脆

弱 さに対応 した制度で あった と解釈す ることが可能 である。零細農民 に対 す る

債権 はっね に債務不履行 の危険 を抱えた ものであ り,高 利 による貸与 はそ うし

た リスクへ の対応 という機能を有 して いるか らであ る。個人間高利貸 とい う伝

統的 な信 用制度 もまた,負 債整理事業 の過程で その固有 の領域 を侵食 されてい

くこととな った。

ところで,高 金利 による リスク対応 とい う戦略を とりえない金融組合(お よ

びそれを政策的に統括する総督府)に とって は,借 換を実施 させ る零細農民 の償還

能力 をいか に確保す るか,と い う点がなによ りも重要な課題 とな らざるをえな

か った。 と くに,非 組合員 の場合 は借換事業 それ 自体が困難 となる。金融組合

は,「相互連帯保証組」とい う連帯保証 のための制度を村落農民 に組織 させ るこ

とによって,そ れまで は金融組合への加入 が不 可能で あった零細農民 を組合 に

加入 させ,か つ借換事業における債権回収の安全性 を高 あようとした。 さ らに

は,借 換農家 を して行政 ・金融組合の指導 に従 う旨の 「誓約書」 を作成 させ る
(81}

ことで,営 農 ・生活への政策的介入 の度合 いを深 めていった。

負債整理事業 は,一 旦 は,高 利貸 とい う債務者の零細性 ・担保能 力の欠如 と

いう状況 に対応すべ く存続 して きた,い わば必要悪 としての伝統的な信用制度

を政策的 に排 除 した上で,金 融組合低利 資金 という制度 資金 の導入 を図 る もの

であ った。 ただ し,借 手農民 の側 の担保能 力欠如 とい う状況 には基本的 には変

化 が生 じえなか った。 そのために,融 資 の前提 として,農 民 同士の連帯保証あ

るいは誓約書 とい う制度 が新 たに導入 されたのであ る。

以上,農 家更生計 画において個別の 「勤労」や 「倹約」によ って経済更生 を

達成 しよ うと した指導農家が,そ の実践過程 において,結 果的には,村 落内で

の資源再配分秩序 の再構築 あるいは村落外 か らの資源や制度 の導入 とい う,農

民 の個別 の対応 によってだ けでは解決不 可能 な課題 に直面 せざるをえなか った

ことを,耕 地,林 野および信用制度 とい う3点 にお いて明 らかに した。
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4)中 堅人物による村落農民の組織化過程

指導農 家の個 々の対応 によ ってだ けで は解決不可 能 な村落 レベ ルでの課題

を・ 村落 の中堅人物 たちはどのよ うに して解決 して いったのであ ろ うか
。以下

では・前節 をふ まえて林野・資金 そ して耕地 という3っ の地域資源 に注 目 して
,

それ らの再配分秩序 の再構築過程 を分析す る。 それ らの分析 を通 じて,中 堅人

物 による村落農民 の組織化 が どのよ うに進展 したのか,そ してその過程で中堅

人物 は村落の権力機構 をいか に導 出 しえたのかが明 らか になると考え る
。

まず,『名鑑』に紹介 されて いる指導者 と中堅人物 の社会 的地位 に関 して整理

してみ る。指導者2fi名 の役職 内訳 は,面 書記8,面 長5,巡 査 ・巡査部長5,金

融組合理事 ・副理 事5,簡 易学校訓導 ・普通学校長3 ,道 産業技手1で あ った。

指導者 は,村 落 の外部にあ って しか も日常的 に農民 と接す る機会 の多 い,地 方

行政機構(お よび半官製団体)の 末端を担 う官僚が担当 していたということがで

きる。

他方s中 堅人物26名 の役職内訳で は,農 村振興 会(お よび相当団体)会 長15

名,同 副会長3名,同 顧問1名 と,農 村振興会幹部大が多数 を占めてい る
。 な

お,京 畿道農会が中堅人物 養成 を目的に1927年 以来実施 して きた 「農 業実習

員」の場合,1936年 までの終 了者415名 中,農 業従事者が332名(う ち,自 身が

経営 蓋のものllO名)で あ るが,そ のなかで農村振興会会長を務め るものは19名

に過 ぎず 同瀬1・8名,同 韻 は2・3名 であ 喫 .当 時 【樫 人物 は,主 と

して農業実習員養成制度や普通学校卒業生指導制度などを通 じて政策的に養成
(83)

されていた。「名鑑』に紹介 された中堅人物 は,こ れ らの中堅人物層 よ りも社会

的地位 の一段高 い,村 落内でよ り指導的な立場 にある人物 であ ったとい うこと

になる。

『名鑑』 の中堅人物 の出身階層 に関 して はすでに池秀傑氏 が分析 を加 えてお

り・「自作 ・自小作農だ けでな く,地 主,舎 音,醸 造業者 などいわゆ る 『有志』
(84)

と呼 ば れ た もの達 も相 当 数 いた」 とい う指 摘 を行 って い る。26事 例 の中 で どの

人 物 を 「有志 」 と規 定 して い るのか,必 ず しも明確 で は ない が,池 論 文表5
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(137頁)の 記 述 か ら,#29,31,33,36,37,39,40,44,48の9事 例 が それ

に該 当 す る と思 わ れ る。 この うち3例(#36,44,48)は,『 名鑑 』を読 む限 り地

主 で あ るか ど うか確 定 で きず,臼 作農 層 で あ る ・∫能性 を残 して い る。また,4事

例(#29,31,33,39)は,貧 家 か ら身 を起 こ して一 定 の資産 を蓄積 した人物 で あ

る。 なお,こ れ らの例 を含 め て 『名鑑 』 の中 で貧 家 か ら上向 した 中堅 人物 事 例

は,16例 とかな り多 い(上 記以外 は#27,2S,30・32,34,38,42,43・45,47・49・

50)。 の こ り2例 の うち,1例 は 日本 人実 業 家 で あ る。結 局,「 有志 」 と呼 ぶ にふ

さわ しい人物 は,#14の1例 に とど ま る 可能性 が あ る。

『名 鑑』の中 堅 人物 に関 して は,自 作 ・自小 作 な どの農民 上層 が 主流 を 占め て

い る こと,小 地主 ク ラスの資 産 家 で あ った と して も,地 主 で あ る こ とそれ 自体

よ り も 「勤 勉 」「倹 約 」に よ って経 済 的上 向 を遂 げた人 物 と い う資格 に お いて選

定 され た と考 え られ るこ と,を 指 摘 して お きた い。 しか も上述 の よ うに,こ れ

らの人 物 は中堅 人物 の 中で も最 上 階層 に位 置 して い たの で あ るか ら,指 導 部 落

にお いて農 家更 生 計 画 に関 す る具体 的 な実 務 を担 当 した中 堅人 物 は,農 民 的性

格 の よ り強 い階 層 か ら選 出 されて い た と考 え られ る。

振 興 運動 にお いて はr勤 勉」 や 「倹 約 」 とい った規 範 が実 践課 題 と して 強調

され た こ とか ら,村 落 にお け る運 動 の ヘゲ モ ニ ーが 日々 それ ら規範 を実 践 して

い る家 族労 作 農 民層,あ るい は それ に よ って貧 家 か ら身 を起 こ して一定 の土地

集 積 を遂 げ た小 地 主(地 拍 作を`・くむ)に よ って掌 握 され る こと は・ そ の限 り

で は,当 然 の趨 勢 で あ った とい うこ とが で き る。

た だ し,前 節 です で に論 じた よ うに,指 導 農 家 に よ る 「勤 勉 」「倹 約 」規 範 の

実 践 は村 落 内 で の伝 統 的 な資 源配 分秩 序 を弱 体 化 させ,結 果 的 に村 落 内 階 層間

の利 害 の対 立 を顕 在 化 させ て いた。 あ るい は,い わ ゆ るア グ リカル チ ャル ・ラ

ダーの連 鎖 を断 ち切 る こ とで,世 代 間(上 層農 と上層農予備軍 としての ド層農)の

不 平 等 を も引 き起 こす こ と とな った。 自 らが他 家 で の農 業 労 働 就 業 を バ ネ に

「更 生」を遂 げて きた(つ っある)中 堅 人物 や指 導農 家 に とって は,こ う した世 代
(85)

間不平等 の放 置 は,自 己の地位 の正当性 を も失 わせ るものであ った。農家更生

計 画がそ もそ も村落 とい う場 を離れて実 践 され ることが不 可能 である限 り,中
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堅人物 は,「私事化」イデオUギ ー と 「平等主義 的 コ ミュニテ ィー倫理」 との妥

協点 を探 らざるをえ なか った。具体 的には,地 域資源の再配分秩序 の再構築 と

いう課題 が焦点 となる。

ここで問題 とな るのは,こ う した課題 を実現す るのに充分 な程度 の政治的 ・

経済 的資源 を,中 堅人物 が保 有 して いたか否 か とい う点 で ある
。 この点 に関

わ って,当 時 のある総督府嘱託による 「部落 中心 人物」 の2分 類 一広義 のそれ

と狭義のそれ 一は興味深 い。前者 は年齢,家 門,信 用,富,経 験 信念 を兼 ね

備えた 「統 率者 的中心人物 」であ り,後 者 は特定 の分野 で優良 な実績を有す る

「一事」 の中心人物即 中堅青年」であ るとい う。前者 はいわ ゆる 「地 方有志」

と しての在村地 †層 に・ そ して後者 はこれまで述べ てきた中堅人物層 に同定 で

きよ う。 そ して,上 記のよ うな充分 な政治的 ・経済的資源を保有す る前者 こそ

が農家更生計画の中心人物 と しては望 ま しい ものの,実 際に は僅少 な存在であ

る ことを指摘す る。これに対 して,後 者=・中堅 人物 は,「地 方有志」たるに充分

な政治的 ・経済的資源を今 の ところは保有 して はいない ものの
,更 生計 画での

実績 を通 じてそれ らの資源を蓄積す る ことによ って いずれ前者のよ うな中心 人

物 とな りう ると い う,「 運 動論 」 的 な展 望 を述 べ て し1署。

ただ し,こ の論者 は言及 して いない ものの,狭 義の中心 人物 鞠中堅人物 は,

農家更生計 画実施過程 において彼/彼 女 らな りの実績 を積 んでゆ く前提条件 と

して地域資源再配分秩序 の再構築 という課題が要請 されてお り
,そ のためには

広義 の中心 人物 と同等の政治的 ・経済的資源をあ らか じめ保有 している必 要が

あ る・ というジ レンマに直面 していた ことにな る。 中堅人物 がかか るジ レンマ

をいかに解消 してい ったのか,農 用林地設定事業,負 債整理事業 および耕地斡

旋事業 の3事 業 の分析を通 じて明 らか に してみたい。

まず,農 用林地 に関 しては,全 羅南道 前掲 「農用林地施 設計画」 によると
s

農用林地 の設定 にあた って林野 の購 入/借 入 の斡旋調整 にあ た る機関 と して

儂 用林地設定委員会」が実施対象の面ごとに組織されてし鑑 当該委員会は,

郡守 ・内務t任,郡 属,郡 林 業担任産業技手,警 察官駐在所主席,面 長 および

区長その他 の面内有力者な どによ って構成 されて いた。面 レベルの組織 とはい
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え郡主導 の組織で あ った こと,村 落の中堅人物 などの参与 の度合 いはそれ ほど

強 くなか った こと,が 推察 で きる.し か も,前 節 で述べたよ うに・網 府 が農

用林地専 用 に確 保 しえた林野 それ 自体 が限定 的で あ った。農 用林地設定事 業

は,中 堅人物の 「活躍」の場 とはな りえなか ったよ うである。
($8)

ただ し,農 用林地設定事業 の対象面 とな るたあには 「各 里二愛林契設 置 ・J能」

であることが必要 とされた。 したが って,当 該事業の実施を契機 として村落 レ

ベルで愛林契が組織 されてゆ く過程で は,中 堅人物が中心的 な役割 を担 った ・J

能性 があ る。

次 に,負 債整理事業 について見てゆ く。鄭文鐘氏 は,当 該事業における債務

調停 に際 しては 「金融組合以外 に も官(庁;引 用者),警 察 学校な どの機関が積

勧 に介入 してい 喫 」点 を強調 してG/る.こ 翻 体 は正 しい指摘で あるが・

他方で はs指 導部落 においては負債整理 に関 わ って中堅人物 もまた重要な役割

を果た したと考 え られ る。前述 のよ うに 『名鑑』 の事例 の中で は,債 務調停 に

関 して中堅人物 は金融組合理事 ら 「指導者」 と同等 の 「活躍」を示 している。

また,上 記の農用林地設定 事業での役割 と比較 して も,中 堅人物 の 「活躍」 は

顕著であ ったといえる。

さらに慶尚北道 では,調 停事業の第一段階 として金融組合 と 「共励組合幹部

等」 によ る 「部落内部」 の調停,第 二段階 と して邑面農村振興実行委員会 ・負

債鯉 委員会 による 「辮 援助悌 三段階 と して郡 膿 村韻 類 会'"lam(90)整

理委員会 による 「調停援助」 とい う債務調停事業の システム化 を図 ってお り,

かか るシステムのなか に 「共励組合幹部」 としての中堅 人物が組 み込 まれて い

た。中堅人物 は,制 度上で も負債調停の実施主体 と して位置づ け られて いたの

であ る。

「不労鵬 」 の象徴 ともいえ る高利債禾仔 の(91)と い う作業 において1ま,「勤

勉」規範 のよ き実践者 たる中堅人物 の発言 は,少 な くとも村落内人間関係の レ

ベルにおいて は一定 の効力 を有 した と考え られ る。

ただ し,「債権の確実 な ものはど うして も負 けて呉 れないが,債 権 の素質 の悪

いの は負 けて呉潔 」 とい う鮪 力a示唆す るよ うに誠 免の調停が進 んだの1ま
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主 と して 「.=債 権」 の場 合 で あ った よ うで あ る
.負 債 盤 事 業 を債儲 の立

場 か ら見 れ ば,返 済 見込 み の立 たな い累 積 利 子分 は放 棄 して で も元金 と一部 の

利 子 を と りあえず 確保 す る こ とが で きる と い う点 で は ト分 に経 済 合 理 的 な事 業

で あ った(鮪 農民 にとっては滞 納 した債務 を返済す ることによって心理的な債務力、

ら解放される,と いうメ リッ トがある)。 負 債調 停 の進 捗 の要 因 を 中堅 人 物 のヘ ゲ

モニ慣 徹なり植馳 勧 による強力な釈 なりに一元化 してとらえるの騨

純 に過 ぎよう。 む しろ,調 停後 に導入 され る低利資金 という経済 的資源が減免

調停を円滑 に進捗 させた要因 と して重要 であ った と考 え られ る
。

中堅人物が借換用 の低利資金 を村落農民 に対 して積極 的に斡旋 していた点 は

前節で確認 した。 その際 自身が連帯保証 人 とな った り担保物件 を貸与 した り

とい う事例 も見受 け られ る(r名 鑑』#28 ,29,37,46)。 ただ し,せ いぜ い小地主

程度の資産 しか保有 して いない中堅人物 に とって は,自 己の信用力で村落農民

の必要 な低利資金 をすべて調達 す ることはそ もそ も不 可能であ
った。外部 か ら

制度 的に供給 され る低利資金 を村落 に導入す る媒介者 として 自らを位 置付 ける

ことによって・ 「相互連帯保証組」 を組織 してゆ くことを村落農民 に懲愚 した

り,あ るいは 「誓約 書」 の作成 を通 じて村落農民を農家更生計画 に誘導 した り

してい った・ とい うのが中堅人物が村落 において担 った主た る役割 であ
ったと

考え られ る。

以上 のよ うに,負 債整理事業 においては,経 済的資源(低 利資金)が 村落 に対

して政 策的に供給 された点 が大 きな特徴 とな っている
。 それ らの資源が村落 内

に導入 され る際 には・ 中堅人物 が媒介者 と しての役割 を果 た した
。 そ して,そ

れ ら資源の導入 は村落内での いわゆ るゼ ロ ・サ ム状態 を緩 和 させ るとともに
,

中堅 人物 の村落 内での発 爵力 を強 化す る機能 を果 た した と考 え られ る
。 ただ

し・ 中堅人物 が 「不良債権」 の範囲を超 えて負債整理 事業 を進捗 させ るために

は,経 済合理性を越え て債権者 を説得 で きるような,な ん らかの規範が用意 さ

れ なければな らなか った。

最後 に・ もうひとっの重要 な地域 資源 であ る耕地 に関 して見てゆ く
。耕地の

再配分 は,農 用林地 や低利資金 とくらべ ると,事 情 は もう少 し複雑であ ったよ



0372)
1930年 代朝鮮における農村振興運動29

うで あ る。 す な わ ち,第 一 に は,耕 地 に関 して総 督 府 は,農 用林 地 や低 利 資 金

と は異 な って配 分 しう る資源 そ の もの を保有 して いな か った。 したが って,村

落 内 で の耕 地 を め ぐるゼ ロ ・サ ム状態 を回 避 す る こ とは困難 で あ った。

第二 に は,「 朝鮮 農 地令 」(1934年)と い う,耕 地再 配 分 秩序 の再構 築 に とって

は足 枷 とな るよ うな制 度 を総 督 府 自 らが制 定 して しま って い た。 「朝 鮮 農地 令 」

の直接 の 目的 は,地 主に よ る零細 農 か らの小 作地 引 きLげ を防ILす るた めに耕

擁 を強化 す る と こ ろに あ 喫.し カaし瀦 果 と して そ れ は・ 耕 地 ・w一家 間酉己

分 を現状固定化 す る方 向で機能 してゆ くことにな った。地 セにとって は,「朝鮮

農地令」 の存在 を零細農への耕地配分 を行えない言い訳 として用 いることも可

能 とな ったのであ る。「現今 の農地令が小作 人 に対 して法律 を以て保護 は して

い るもの ＼現在小作地を有 しない所謂窮農に とつて は保護力をたない」 という

蹴 講 にもとついて・1935年 より 「地榊 作脇 酬 合」の設'ア繰 顯する

に至 った忠北の事例が 「朝鮮農地令」をめ ぐる問題 の所在 を示唆 している。

しか も,た とえ地 主の協力が とりっけ られた として も,次 に は零細農 ・農業

労働者層への耕地配分 を要請 され ることになる上層農 の説得 という課題が残 さ

れ る。実際 に振興運動 の現場(全 北の事例)に おいて,「 大量小作者(大 規模小作

農のこと;引 用者)は 同胞愛 と徳義心 とを発揮 して自 ら進 んで耕作地 を隣家 に分

譲す るや うにな った。勿論之 が徹底的緩和救済 は農地令の改正等の合法手段 に
(95)

依 らねばな らない」 とい う指摘がな されて いる。

上の文脈での 「農地 令の改正」 は実施 されず,か くて中堅人物 に とっては,

上層農お よび地主 の 「同胞愛 と徳義心」 に訴 える以外 に,耕 地再配分 を進 め る

確た る手だて はなか った といえ る.く わえて,先 に述 べた負債整理 事業 におし'

て も,「不良債権」を範囲を超 えた負債 の借換 に関 しては,債 権者 の 「同胞愛 と

徳義心」に訴 え ることが,中 堅人物 に とって唯一 の手法であ ったと考 え られる。

前節で指摘 したよ うに,「名鑑』には耕地再配分 に取 り組んだ中堅人物 の事例

がい くっか紹介 されていた。「私事化」イデ オロギーのよき実践者 と して農家更

生 計画 を主導 して きた中堅人物 が,今 度 はいか に して 「平等 主義 的 コ ミュニ

テ ィー倫理」の核心 ともいえる 「同胞愛 と徳義心 」を地主や上層農か ら調達 し
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えたのであろうか。

第1節 で 訟 したよ うに・「+箇 年計画糊 間中には
,糖 府 は,駐 留 こ対

して農家更生計 画に対す る協力を しば しば呼びか けてい る
。 また上層農 を含め

た 「村落 ぐるみ」の計画遂行 の重要 性を も欄 す るよ うにな
った.中 堅人物1ま,

こうした総督府 の意向を村落 に繰 り返 し伝達 する役回 りを演 じることで
,地 主

や 上農層 の 「同胞愛 と徳義心」 に訴え ようと試みた と思 われる
。

その際 に重要 な場 を提供 していたのが 「月例会」であ ったであろ う
。第一次

指定 踊 の うち 「集会所」を有 する ものの比率 は計醐 始時の18%か ら終 了時

(0938t#gg}三)の82%へ と急 増 して し1碧・朝 鮮 全 体 で の 数 値(1937年)が29%で あ つ
たの と比較す ると詣 導部落での普及率が格段 に高 か ったことが確認 で きる。

総督府は濃 家再藷計画の指 を指導農家に駒 伝達するために 「月例会」の

開催 を奨 励 して い る・指 導 部 落 で の 「月伊桧 」 は,こ れ らの 「集 会所 」 を会場

と して開催 され た と考 え られ る。

従来 で あれ ば

_Cioa)祭 調 ドゥ レ ・ドゥ レ・ 契 の 会合 な どの行 事 の際 の飲 食(饗宴)ある
い は飲食 店 で の私 的 な集 いな ど,意 見交 換 な り合 意形 成 の場 は村 落

にお いて多 元 的 に存在 して いた。 と ころが振 興 運 動 の過 程 で,そ う した領 域 が

縮 小 を余tdく され た・ 繰 的 に,ホ 寸落 にお け る舗 形成 の場 と して の 「月例

会 」の持 つ 重み が相 対 的 に増 して い った とい うこ とが で きる
。「月例 会」を 主催

す る こ とそれ 自体 に よ って,中 堅 人 物 らは,彼/彼 女 らの村落 内 で の発 言力 を

強化 す る こ とに一定 程 度 成功 した と考 え られ る、,

それ に加 え て,同 じく第1次 指 定 部 落 を例 に とる と
,「国 旗掲 揚 台 」設 置部 落

の比 率 が・ 計 画開 始時 の9%カ ・ら終 了時 に は97%へ と急増 徽 こ こで も朝 鮮

全 体 の1937年 の数値 醐 獣 幅1こ上 回 って い る
.こ れ を,1'r'..r.運動 の一 環 と

して総督府 によ って進 あ られ た 「心田開発運動」 の 「成果」 と して理解 す るこ

とも可能 ではある。他方で は}村 落側(特 に中堅人物)の 動機 に着 目す れば,「月

例会」 などの際に国旗掲揚 とい う行為を行 うことによってそれ らの会合 に 「公

的」 な性格 を強 く刻印づ けるとい う戦術的 なね らいが あ ったので はないだ ろう

か。さ らに・「月例会」の場 に面職員 や巡 査 ・訓導 などを招待 して指導 や講話 を
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Dios)

仰 ぐことによって もまた,「 公的」空間 の演 出が図 られていた。

ここで一点付 け加 えてお くべ きは,中 堅人物が国旗 に求 めたのは,抽 象的な

「公的 な もの」の表象機能 にす ぎなか ったとい うことであ る。運動史上 の文脈で

捉 えれば,「日の丸」とい う形象が持 つ歴史具体的 な意味 と国旗 の持つ抽象的機

能 とを切 り離 した上で,植 民地権力 に 「接近戦」 を挑んだ彼/彼 女 らの こうし

た戦術 に,「改良 主義」としての 「実力養成運動論」の極限の姿を見出す ことが

で きる。 ただ し,戦 時体制下 の 「皇民化政策」 において 「日の丸」 の意味を朝

鮮民衆 に注入 してゆ くことが総督府 に とって改 めて重要 な課題 とな らざ るをえ

なか った事実 が,振 興運動 の段階 にあって は,彼/彼 女 らの 「接近戦」が戦術

的 な有効性 をか ろう じて保持 していた ことを逆照射 している。

さて,こ れまで しば しば指摘 して きたよ うに,農 家 更生計 画 は農民 の 「修身」

を起点 として 「修身一斉家一治国一平尖雫」 とい う継起的な改良が実現 してゆ

くとい う,予 定調 和 的 な 発想(幻 想)を 前提 と して組 赫 て られて いた・そ の幻

想 が村 落 構成 員 に共 有 され うる限 りにお い て は,中 堅 人 物 は,朝 鮮 農 村 社会 を

「下 か ら」改良 して ゆ こ うとす る 「運 動 」の村 落 レベ ルで の主導 者 と してrち 居

振 る舞 う ことがで きた.と こ ろが濃 家 更生 計 画 の実 施 過 程 にお いて 「私事 イヒ」

イデ オ ロギ ー と 「平 等 セ義 的 コ ミュニ テ ィー倫 理 」 との間 にIT,':'LLI・が生 じ,や が

て その幻想 性 が明 らか に な って い った。 中堅 人物 は これ ら2っ の規 範 の調 停 を

試 み るた め に,植 民地 権力 が 提示 した 「公的 」 な規 範 の村 落 構 成 員 へ の メ ッセ

ンジ ャー と して,す なわ ち 「上か ら」 の 「運 動 」 の末 端 農 村 で の担 い手 と して

の役割 を 自 らに課 す に至 ったの で あ る。

た だ し丁 当時 の朝 鮮農 村 が抱 え込 んで いた構 造 的 問題,と りわ け植 民 地 的過

剰畑 の緩和 な しには,基 胡Jに は ヒ記2つ の規範 の調停 は困難 であ り・ した

が って,中 堅人物 のf主 体的」 な努力 も自ず と限界付 け られていた。農家更生

計画道別実績 に関す る以 下の分析を通 じて,本 節 の最後 にその点 を確認 してお

きたいO
ロ　の

1930年 の農耕従業者総 数 に占める 「家族外労働者」 の道別比率:x2と 農家
(107)

更生 計 画 の道 別 実 績:yzと の 間 に は,
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Yz=3.79fi-0.1005x2CR2=0.44fi)

とい う・ 負 の相 関 が 見 い だ せ る
・ 具体 的 に は,「 家灘 労 鯖 」(鞭 と曜)上 ヒ

率 の 高 い南 部 にお い て便 生 計[画実 勧 数 値 が 低 くな って い る(前 厳 一2) .南

部 で は濃 業 経 営 の零 細 化 縫 展 して お り,そ の膿 村 過剰 人 。 の縮 程度 力a

北 部 よ り も一層 激 しか った・ しか も前 述 の よ うに
,齢 で の 馳 生 産 性 のイ申び

は北 部 ほ ど に は鵬 で きな か4'08)f'.し たが って 南 部 で は,北 剖1に比 べ て,ゼ
ロ'サ ム状態 によ り近 い状況の下で

・零糸田農 農業労鯖 層への耕::配 分 と

いう課題がよ り深刻 に要請 されてし・た といえる
.結 果的 に,北 部1こ比べ て南部

の農家甦 計画の進捗度 は低調 にな らざるをえなか
ったのである。

自 らの 「淋 的」 鋤 の限界に関 して充分 に瞠 的な樫 人物 にと
って課

りうべ きひ とっの選択肢 はy植 民地権力が発す る 「公」共性」 を鯛 す る識
へ

の依磯 を槽 深め ることで あった
・時あたカ・臓 時体制下,旗 醐 をめ ぐ

るスmガ ンが 「自力甦 」 か ら 「蝶 報国」へ と変更 され るな ど沖 堅人物

が戦術的 に利肌 うる言説1こは事欠か なか った
.た だ しそれ らの言説 は,前 述

の 「同胞愛 と徳義心」といったそれの抽象度 の高 さに比 べて きわめて則 本性(
一

侵職 争断 とい姻 家意志)を 帯 びた もの とな って いた
.樫 人物が植民地勧

の 需説への依存度 を強 めれば強 めるほど
,巾 堅人物 の 「接近戦」戦術 は,そ の

臼由度 を奪われてゆか ざるをえなか ったのであ る
。

他方・繍 府官僚 もまた・振興醐 実施過零呈において鮒 過剰人 。とい購

造問題 の所磁 改 めて鰭 す ることとな った.た とえば前11.E時 局対鞭 査会」

('938年)の 席上で湯膿 林局長1ま,「融 一全羅道,慶 髄 徴 シマ ス 檸 。内

地 凍 北地方 副 モ人ロガ館 デア リマス.… …農村耕地 ノ獲得 トィフ トコ。

湘 当二騰 ナ地方 ガアル」と指摘 してし・る.そ して,そ れに続 けて局長 は 「随

ツテ移民問題 ハ色 々ナ使命 ヲ有 ツテ居 ル ト考ヘマスガ
,一 酢 於 テハ農村問題

トシテ腰 ナ問題 トシテ考ヘ テ行 カナケ レバ ナ ラン」 と自説 を述べてし(凱 農

林 局 長 の い う 「移民 」 と はr満 洲 」農業 移民 の謂 いで あ る
.実 際 に,1937年1こ

は総督府による朝鮮人 憾 洲儂 業移民政策が本格的に開始され
・以後段階的

にそ れが積 極 化 して い った。 総 督 府 の あ る資料 によ る と,1937年 度 か ら44年
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12月 末 ま で に 「集 団 開拓 民」 と して 「満 洲 」に政策 的 に送 出 され た21,632戸 の
く　 　

うち17,127戸(79.2%)が 南 部7道 の 出身 者 に よ って 占め られ て い る。 振興 運

動 を通 じて 「過剰 人 口」 とい う レッテル を は られ た朝 鮮 農民 は,今 度 は大陸 侵

略 の後 衛(と きには前衛)と して戦 時体 制 に深 く巻 き込 まれ て い ったの で あ る。

結語

周知 のよ うに,日 本国 内においては1932年 か ら農村経済更生運動(以 下,更

生運動と略)が 開始 されて いる。比較 「運動」論 的な視点か ら,振 興運動 との相

違点 を簡略 に指摘 す ることで,本 論 文のまとめ としたい。

振興運動 がそ うであ ったように,更 生運動において も,農 民の 「勤労 主義」

による農業生産増大を以 て農業不況 を克服す ることが最重要 の政策課題 として

設定 されて艘.た だ し,そ の際 農林省 による 「生産(力 向上)政 策 は頴 向

的に増加す る流通関係補助金 によ って強化 され」 た点 が大 きな特徴 とな ってい

る。実際 農林省所管補助金 に占める流通 関係補助金 の比率 は1934年 以降0段
(iis)

高 い値 を示 した。

そ うした流通 関係補助金 を槙桿 と して,農 業生産増大 にともな って増加 が期

待 され る販売 可能農産物 のための共同出荷 のルー トが整備 されてい った。 具体

的 には,系 統農会/産 業組合 という2系 列 の農業団体が販売斡 旋/共 同販売事

業 を担 った。特 に前者 は,こ の時期 の青果物 の主産地形成 に重要な役割 を果た

して」耀 。 これ ら2系 列 の末端 に位置づ け られたのが,農 家小組合/農 事実行

組合 とい う村落団体 であ った。 これ ら村落団体 に対 す る補助金交付額 もまた,
くユ　ら　

1930年 代 には大幅に増大 してい った。

この間の事情 を農民の側 か ら眺めれば,農 林省の流通関係補助金政策 は,共

同出荷制度 とい う 「公共財」供給を促進す る機能を果た したとい うことができ

る。個別農家が販売で きる農産物 のロ ッ トは価格形成 に影響 を及ぼす にはあま

りに僅少 であ り,そ こに特定地域 の農民 に とって共同出荷 ひいて は主産地形成

のイ ンセ ンテ ィブが生 じる。 ただ し,共 同出荷制度 や地域 ブラ ン ドは外部性を

有 す るたあ に,い わゆ るフ リー ・ライダー問題 を随伴 しやす く,制 度形成 のた
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めの取 引費用 はその分だ け高額 とな らざるをえ ない
。村落 レベルでの政治的企

業者(実 態的には,い わゆる中堅人物が想定される)に と って は,村 落団体 にまで浸

CII6)る醐 緻 策 は,か か る取 引費用 を繍 して くれ る もので あ ったので あ
る。

このよ うに,更 生運動 は,個 別農民 の内向的な努力(一 「勤労主義」)と村落農

民 の外 向的な組織化(一 共同出荷団体)と い うふ たつ のベ ク トルによって推進 さ

れてい ったのである。 そ して,外 向的 な組織化 を通 じて,村 落農民総体 にとっ

てのパ イそれ自体 の増大が 目指 された とい うことがで きる
。

振興運動 は,「勤勉」や 「倹約」といった農民 の内向的な努力 に関わ る言説 に

は溢れていた。 それ に対 して,日 本国内で見 られ よ うな外向的 な組織化 に関 し

てはそれ ほど積極 的な関心 が払 われ なか ったよ うに見受 け られ る
。補助金政策

とい う観点か ら見れば,確 かに,負 債整理事業 において低利資金が事業進捗 に

重要 な役割を果 た して いる。 しか し,当 該 資金 もまた,結 局 は 「勤勉」「倹約」

とい う内向的な方向へ と農民 を動機 付 けるものであ った点 は確認 されて よい
。

共同出荷団体 に関 して は,朝 鮮で は,1935年 に,日 本国内の農家小組合/農

事実行組合 に相 当す る殖産契 の組織化 が開始 されて いる。殖産契 は指導部落 に
(117)

優先 的 に設 け られ た。に もか か わ らず,第1次 指 定 部 落 にお け る1938年 現 在 の

設 置部 紳 は36。3%に と どま って し(118)1。

こ う した低 調 さの要 因 と して,ひ とっ に は,総 督府 の慎 重 な姿勢 が挙 げ られ

る。1935年 に政 務 総 監 は,農 民 の共 同購販 事 業 に関 して 「未 だ民 度 低 く団体 観

念 の幼 稚 な る農 村 に対 し急 激 に之 を実施 し,且 広 汎 な る取 扱,複 雑 な る取 引 を

行はしむるが如きは現在の廟 こ照し湘 当穂 を鍔 署」と述べている.総

督府官 僚の朝鮮農民 に対 す る停滞論 的な偏見が1殖 産契設 置を徒 らに遅延 させ

たといえる。

もうひとつには・ より実態的な要因を挙 げる ことがで きる。 すなわち,朝 鮮

内都市部 における農産物(と くに青果物)市 場の未発達 とい う点 がそれであ る。
(120)

朴 ソプ氏 が強調 したよ うに,1930年 代 の工業化 ・都市化 に ともな って朝鮮内で

の野菜 など新興農産物 の需要が拡大 し,そ れに対応 して朝鮮 に商業 的農業が新
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たに展開 した ことはまず確認 されなけれ ばな らない。 ただ し他方で は,野 菜栽
(i2i)

培の集 中地域 が都 市近郊 に限定 されて いた こともまた事実であ る。遠隔地で の

主産地形成 を促す ほどには朝鮮内都市部 での青果物需要 は成熟 してお らず,そ

れ は基本的には近郊農民の個別的な対応 によって賄 われて いたのであ る。 その

背景 には,言 うまで もな く朝鮮人都 市労働者 の生活水準 の低位性 とい う構造的
(122)

問題 があ った。

共同出荷団体を組織 して村落農民 のパ イ総体を増 やす とい う 「運動」 の契機

が不充分であ った分 だけ,振 興運動で は,更 生運動 と比較 して農民の個別的な

努 力 とい う内向的 なベ ク トルが勝 ることとな った。 そ して,本 文で論 じたよ う

に,個 別農民 の努力が内向的であればあ るほど,そ れ は,結 果 として村落 の 「平

等主義的 コ ミュニテ ィー倫理」 と齪齢 を強め ることとな った。 そ して・ その翻

酷 を調停す るために村落農民 は植民地権力の提示す る 「公的」 な規範 への依存

度 を高 めて ゆかざ るをえなか ったので ある。か くて,正 統性/正 当性 なき植民

地権力が発す る言説が,村 落農民 の間で ヘゲモニーを獲得 してゆ くとい う事態
(123)

が出来す ることとな ったのであ る。

もちろん,植 民地権力 の言説 が全面 的にヘゲモニーを貫徹 してい ったわけで

は決 してない。1930年 代の朝鮮農民 は,村 落農民 自らの手 による権力機構 を長

期 に亘 って維持 し続 けた,い わゆ る赤色農民運動 の経験を有 して いる。振興運

動 とこの赤農運動 とを組織論 的な視点 か ら比較分析す ることは,も うひ とっの

比較 「運動」論 として,残 された重要 な課題 とな る。
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(53)朝 鮮 日報 は,元 来 はいわ ゆ る 「民族主 義左派」の オ ピニ ニ ョン紙 と して,民 族 主

義者 と社会 主義者 を その協 同戦線 で あ る 「新幹会 」 へ と糾合 す る上 で 重要 な役割 を

果 た して きた。 ところが,1928年 の停刊事 件 を契 機 と して,朝 鮮 日報社 は新幹会 と

の関係 を絶っ ことを総督 府 に強要 され た。 さ らに,20年 代末 にいた って,新 幹 会 は

そ のヘゲ モニ ーを 「民族 主義右 派」に奪 われ,ま た社会}義 者側 が 「共産党 再建 」路

線 へ と戦略 を転換 した ことによ り,共 同戦線 と して の 「新幹 会」はそれ 自体 が命脈 を

絶 たれ た。 「生活 改新運動 」 は,そ う した政 治状況 の変化 の ドで 朝鮮 日報 社が新 たに

選択 した 「改良主 義」的な啓蒙運 動 であ った(以 上,朴 賛 勝 「号川 望尋竿到 卦早叫

金暑 」 『韓 国史』第15巻,融 翌入ト,1994年,141～146頁 参 照)。

(54)以 上,同 上論 文,145～146頁 参照。

(55)丁 尭鰹 「日帝 治 下斜 旦 ・叫三三 運動 司斗駐 研 究」淑 明 女子大学校 『論 文集』第

14輯,1974年12月,15頁 参照。

(56)同 上論文,15頁 よ り引用 。

(57)権 煕英 「1930年 代 初 言論機 関o,農 村 啓蒙運 動一東 亜 日報 社 皇1夏 期啓蒙運動0

中心b」 海軍 第二i=官 学 校 『論 文集』 第1輯,1979年,52頁 よ り引用。

(58)こ の点,朴 賛勝前 掲書,223頁 参照。

(59)拙 稿 「植 民地権 力 と朝鮮 農村 社会」『商経 論叢』第31巻 第2号,1996年2月,62

～65頁 参 照。

(60)前 掲 『推移』9頁 参照。

(61)同 上 書10～11頁 よ り算 出。 セ要耕 種作物11種 の総 作付 面積 。

(62)同 上。各 作物 の 単価 は朝 鮮総督 府 『農 業統計表 』1939年 版 に示 され た 「価額 」を

「収穫高 」で 除 して求 め た。

(63)前 掲 『推移」9,12頁 よ り算 出。

(64)同 上 書,14～15頁 よ り算 出。

(65)同 上書,16頁 よ り算 出。

(66)朝 鮮総 督府 『農 山漁村振 興功 績者 名鑑』1937年 。以 ド,『名鑑 』 と略す。本 書 に

は,農 家更生計 画 にお いて 「事績特 に顕著 な」(1頁)指 導 者 と中堅 人物 およ び 「成

績 優良 な」(同)指 導 農家 の事例 が,そ れぞれ各道2件 ずっ,合 計13×2×3=78事 例

が報告 されて い る。以 ド#の 後 の番号 は記載順 の通 し番号 を しめす。なお,指 導者 事

例;#1～26,中 堅人物事例;#27～52,指 導 農家事 例;#53～78。 なお,本 節 にお

いて は指導 者 お よび中堅人物事例 は,そ れ ら人物個 々人 の事例 と して で はな く,指

導 部落 の それ と して読 み換 えて分析 して い る。

(67)大 野 保 「朝鮮 農村 の実 態的研究 」大同学院 『論叢 』第4輯1941年8月,172～

174頁 。全羅 北道 南原郡 に ある 「貞忠 部落」の事 例で あ る。1932年 の調査 は 「更生計

画 の 目標 とな る様 な農家 」を行 政が選定 して実施 して いた もので あ る(175頁 参照)。

なお,39年 の 日雇調 査で は通常 の 日雇 とプマ シとを別 々 に計 上 して い るのに対 して
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32年 の値 に はプマ シが含 まれ て いるか否 かが不 明で あ る。39年 の場 合,日 雇(125

名)と プマ シ(396名)を 併 せ るとのべ521名 とな り,32年 の数値 にプマ シが含 まれ

て いた とす ると,日 雇者数 はむ しろ増 大 した とい う結 論が 引 き出 され て しま う
。39

年 の プマ シ雇用 農家数 は40戸(通 常 の 日雇 雇用 農家 は9戸)に 達 した のに対 して,

32年 の 日雇 雇用農 家 は12戸 に とど ま って いる。 この間 に プマ シ雇 用農 家 だ けが急

激 に増大 した とは考 えに くいか ら,32年 の数値 は通常 の 日雇者数 だ けを示 して い る

と判 断 され る。

(68)鄭 寅寛[再 認識 音 要 司セ 農家 更生 計 画」『農 業朝鮮 』第2号 al938年2月(『 日

帝 ド雑 誌抜粋植 民地 時代資料 叢書』啓 明文化 社,1992年,第8巻 所 収) ,18頁 参照。

(69)富 田前掲第2論 文,87～88頁 参 照。

(70)前 掲 『推 移』2頁 お よ び朝鮮総 督府 『朝鮮 に於け る農村 振興運 動 の実施概況 と其

の実 績』1940年,15頁 よ り算 出。

(71)た だ し,振 興運 動開始 以 前 において も,耕 地 再配 分 を媒 介 とす る ワー ク ・シ ェ

ア リ ングの仕組 み それ 自体 は朝鮮 農 村 に お いて 伝統 的 に重 要 な役 割 を果 た して き

た。 朝鮮 農 村 において は,耕 地再 配分 と雇用 関係 とい う2っ の方法 を組 み合わ せ る

ことに よ って,村 落内 で の ワー ク ・シェア リングの秩序 が成 り立って きた とい う こ

とがで きる。

(72)朝 鮮総 督府 『朝鮮総 督府統 計年報 』各年 版。

(73)以 上,渡 辺 農林 局長 談 「民有 林指導 方針 大綱 の制定 に就 て」『朝鮮 山林 会報』 第

95号,1933年2月,2頁 参照 。

(74)前 掲 『農 山漁村振 興事務 便覧』237～257頁 参照。

(75)前 掲 『推移』35頁 参 照c,

(76)同 上 書,12頁 参照。反 あ た り平均金肥 投入 量 は2.9貫 か ら3 .7貫 へ と30%増 加

して いる(9,12頁 よ り算 出)。

(77)前 掲 「朝鮮 に於 ける農 山漁村振 興運 動 の第 一次 農家 更生計 画実績」53頁 よ り引

川。

(78)な お,経 済観 念 の欠 如 あ るいは浪 費(特 に婚葬 祭費 の それ)が 朝鮮 農民 の債務 の

主要 な要因 とな ってい る,と い う 「停 滞論」e「 本質論 」的 な理解(同 上論文,52～

53頁 参照)が,こ うした 「唯物 論」 的 な理解 の前提 とな って い る。

(79)鄭 文鐘 前掲論 文,171頁,表4-6・4-7を 参照。

(80)前 掲 『推 移』26～27頁 参 照。

(81)鄭 文 鐘 前掲論文,172～174頁 参 照。

(82)「 農 業実習員 養成」r朝 鮮 農会 報」 第11巻 第10号,1937年10月,93～95頁 参

照 。

(83)富 田前掲第1論 文参 照。

(84)池 秀傑 前掲 論文,136頁 よ り引用。
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(85)『 名 鑑』 中,2名 の中堅人物(#31,34)と8名 の指 導農家(#53,54,57,59,

64,67,73,75)に 関 して,自 身 が 「更生」途上 において年雇 や臨時雇 として雇用 さ

れ た経験 を有 してい る ことが報告 されて い る。ただ しa単 に 「日雇」 と表現 され た事

例 も含 まれて お り,必 ず しも農 業 日雇 のみを指示 して い る とは限 らない。

(86)増 田収 作 「朝鮮 に於 け る部 落 中心 人 物 につ きて の一 考察 」『朝鮮 』第257号,

1936年ll月,90～96頁 参照。なお,筆 者 は別 稿 にお いて,1910年 代 に村落 レベルの

農事改 良 を積 極 的 に担 った 「地 方有志 」 と して の在 村耕作 地 主層 の存在 に注 目 した

(「1910年 代 朝鮮 にお け る農事 改良政策 と在村地 主層 」 『商経 論叢』 第32巻 第2号,

1996年9月)。1930年 代 に は,村 落 で振 興運動 を担 い うるに充分 なだ けの在 村地 主

層 はす で に存 在 して いなか った。1920年 代 の 当該層 の推 移 に関 して は・ 改 めて検 討

したい。

C87)

{ss)

(89)

(90)

前掲 『農 山漁 村振 興 事務便 覧』,239頁 参照。

同上 書,251頁 よ り引用。

鄭 文鐘前掲 論 文,170頁 よ り引用。

前掲 『農村 中心人 物 臨地指導 要項』27～28頁 参照 。 なお 「共 励組合」 とは前述

「農村振興会」に相当す る村落組織である。

(91)1938年 までの調停 によ る負債減 免額 の うち74%は 利 子の減 免 に よる(鄭 文鐘 前

掲 論文,171頁 よ り算 出)。

(92)「 旧債整理 をめ ぐる理 事長座談 会」『金 融組合』第59号,1933年8月,45頁 よ り

引用。 「各道 連合 会 理事 長 座談 会」 で の松 木 ・平安 北 道金 融組 合連合 会理 事 長 の発

言 。

(93)戦 後,水 田直 昌(当 時財務 局司計 課長)は,「 整理 され る側 の高利貸連 中 が何か

その政策 に対 して抵抗 した とか い うことは ござい ません か」 とい う質 問 に対 して,

「そ こ らの問題 は いわゆ る独裁政 治 の よい ところです ね。若干 の何 はあ って も ピシヤ

ッ と行 っ て しま う,文 句 言うな とい うことで… …」と率 直 に答 えて い る(水 田直 昌 ・

土屋喬 雄編述 『財政 ・金融 政策 か ら見 た朝鮮統治 とその終局』友邦協 会,1962年,68

頁参 照)。 な お,植 民地官 僚 自身 によ る 「良 い独 裁政治 」論 それ 自体 は分析対象 とし

て興味深 い。

(94)前 掲拙稿 「植民 地期 朝鮮 の農 業政 策 と村 落⊥104～108頁 参 照。

(95)「 地主 小 作人 の協 調組 合設置」『朝鮮農 会報』第9巻 第3号,1935年3月,67～68

頁参照。

(96)和 久正志 「農 村振興 運動 に現 はれ た る精 神現象(.二)『 観物外 之物』の記 」『朝鮮 』

第260号,1937年1月,178頁 よ り引用。

(97)前 掲 『推移』34頁 参 照。

(98)前 掲 『朝鮮 社会教 化要 覧』49頁 よ り算 出。

(99)前 掲 『演 説 集』653～655頁 参 照。政 務総 監通牒 「農 山漁 村振興 上留意 すべ き要
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項」(1935年3月)の 一部。

(100)振 興 運動 におけ る 「民風 改善」 の一一環 と して
,指 導 部落 での飲 食店 の廃 止が進

んだ。 第 一次指 定 部落 の場 合,飲 食店 数 は1部 落平 均0.59か ら0 .37へ と46%減 少

して い る(前 掲 『推 移』33頁 参 照)。

(101)註97に 同 じ。

(102)註98に 同 じ。 ただ し,「 国旗掲 揚塔」 に関 す る数 値 であ る
。

(103)平 南道 庁農 村振興係 「農村振 興運動 に現 はれ た る精神現 象(四)躍 動 す る農振

精 神」『朝鮮』第262号,1937年3月r54～55頁 は 「月例 会」の そ う した雰 囲気 を伝

凡 て い る。

(104)

(ln5)

(106)

前掲 『農村中心人物臨地指導要項』3頁 よ り引用。

この点,前 掲拙書 『植民地期朝鮮 の水利組合 事業』31頁 参照
。

沢村東 平 「朝鮮農業の労力組成」「社会政策時報』第208号 ,1938年1月,121

頁より引用。原資料は 「昭和五年国勢調査」。

(1Q7) ここでは農家更生計画の3大 目標に注 目 し,ま ず,更 生指導農家 における食糧

不 足量,負 債 額,現 金収 支赤字額 それ ぞれ の計 画開始 時 に対す る減 少率(第 一次 ・第

、=次指定農 家 は計 画 の終 了 した1938・39年 現在
,第 三次 ～六次 農家 は1939年 現在)

を道別 に算 出 した。 っ ぎに,朝 鮮 全体 での それぞれ の数 値 を1 .OQと して道別数 値 を

指 数化 し,そ れ ら3指 数 の和 を もって実績 の道別 指数 と した
C、資料 は,前 掲 『推 移』

82～85,94～96頁 お よび前掲 『朝鮮 に於 ける農村 振興運 動 の実施概 況 と其 の実績 』

57～73葺{。

(IO8)ち なみ にt1932～34年 間 の耕種 作物反 当生産額 の道 別 指数:x
、と前出 の農 家

更生計 画実績 の道別 指数:yzと の間 には,

Yz=・4.275-0.374x3(R2=0.555)

とい う負 の相 関 関 係 が 見 られ る。 更生 計 画 開始 時 に反 当た り耕 種作 物 生 産額 の高

か った南部各 道 での更生 計画進捗 度合 いが低 か ったので あ る(表 一2)
。 なお,x、 の

数 値 は,1932～34年 各年次 の耕地 面積1反 当た り 「植産 物」 生
、産額 を道別 に算 出 し

て朝鮮 全体 の数 値 を1 ・00と して指数化 した後 に,3力 年分 を加 して求 め た(資 料 は
,

朝鮮総 督府 『農 業統 計表』各年 版,2,5頁 に よ る。なお耕地 面積 は1933年 の数値 で

代表 させ た)。

(109)以L朝 鮮総 督府 『朝鮮総 督府 時局対策 調査 会会議 録』193$年
,140～141よ り

引用。

(UO)こ の時期 の朝鮮 人 「満洲」農業移民 政策 の立 案過程 に関 して は
,Ki-hoonKim,

op.Clt.,chap。5・6を 参照。

(111)「 第86回 帝国 議会 説明資料(二)昭 和19年 農 商局関係 」(『日帝 ド支 配政策 資料

集』第3巻 高麗書 林,1993年 所収),645～646頁 よ り算 出
。南部7道 とはs三 南地

方6道 お よ び京畿道 を指 す。
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(ll2)庄 司俊 作r近 代 日本鮒 社 会 の展 開潤 家 と農 村一 』 ミネ ル ヴ ァ翻 ・1991

.年,508～509頁 参 照。

(113)以 上汲 嘘r天 皇制 国 家 と農 民一 舗 形 成 の組繍 一』 日本 繍 論 社・

277頁,279～280頁 参 照。

玉真之 介rr地 形 成 と牒 団体 一戦 間期[体 ー と系膿 会一 』農山漁村 文

1989年,

X114)

化協 会,1996年,第1部 参 照。

(115)長 原 前掲 書,305～306頁 参照 。

(116)論 点 がや やず れ るので詳論 はで きないが読 通 関係補助 金政策 の も うひ とつの

機能 と して浦 助 金分 配機 関 と して位 置付 け られ膿 業 団体 が 峡 か ら末端 村 落 に

秘 まで の強 固 な系統騰 へ と自 らを繍 イヒして ゆ く契機 とな った・ とい う点 を挙

げ るこ とがで きる濃 業 団体 は,こ う して蓄 積 した欄 力を背 景 と して・よ り多客頁で

多様 な補 助金 交付 を政府 腰 請 し うる政治 的癌 力 纏 得 して い った ので あ る・ 戦

時統制 のFで は 「顯 議 的 姻 家 コーポ ラテ ィス ト隔 綱(長 ・一 ・311頁

よ り引用)と い う政治的 コ ス トの支払 し・を余働 くされた ものの・ 轍 民 柱 義{本

制 の下 でr圧 力団体 」と して灘 す る麟 団体 の繍 的基礎 は・こう し嫡 己繍 化

過程 にお いて形作 られ た とい うことが で き る。

(117)鄭 文鐘前掲 論文,193頁 参 照。

(118)前 掲r推 移 』36鯵 照。関連 して,「 胴 倉劇 の設 置部落 軸32・9%と 低 調

で あ った(34頁)。

(119)前 掲r演 説 集』647頁 よ り弓1用.「 農IL」漁村 振興上留 意 すべ 護 項政務 総監通

牒」(1935年3月)の 一 部。

(120)朴 ソプ前掲 書,第1章 参照。

(121)同 上書,44～49頁 参照。

(122)同 上書29頁 で は潮 膿 民 の・」・商 品生瀦 化 の動 きを論 じた筆 都1」稿 に対 し

て,醸 膿 業化 を まだ過小 評価 して し・るとの批判 が な され て い る・ 朴氏 と筆 者 の

結論 の相違 は渓 態 識 の違 いにで はな 燗 題 意識 の違 い(す なわ ち・変化 講 造 の

いず れ に重点 を置 くのか とい う点)に 因 ってい る と思 わ れ る。

(123)註116の 論 点 に関 わ って一点小す言 す る と潮 鮮 の場合 は対 内的(鯛 出荷)に

も対外 的(補 助金)に も農業 団体 の 自己組 織化 の契機 が脆弱 で あ った。そ の結果,農

業団体 を主 蝋 成蝋 とす る よ うな コー ポ ラテ ィス ト的国家編 成 は題 民地 期 に は

成立 しえなか った。 この特 性 は,解 放 後 の国家編 成 の性格 を も規定 づ けてい った と

予想 され る。
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